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第１章 はじめに 

１ みえっこプランについて 

（１）みえっこプラン策定の趣旨 

近年、人口減少や少子化の進行、地域コミュニティの変容、デジタル化の進展な

ど、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、児童虐待、いじめの件数の高止ま

りが続くほか、子どもの貧困、ヤングケアラーなど、子どもの置かれている状況は

深刻さを増しています。 

こうした中、国において、令和５年４月にこども基本法が施行されるとともに、

同年 12月にこども大綱が策定されるなど、「こどもまんなか社会」の実現に向けた

取組が進められています。こども基本法では、こども大綱を勘案し、都道府県こど

も計画を策定することが努力義務として規定されています。 

また、本県では、子どもの権利を保障し、生きづらさや困難を取り除き、将来に

夢や希望を持ちながら成長できる環境づくりを進め、もって全ての子どもが豊かで

健やかに育ち、安全に安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的

とし、令和７年３月に三重県子ども条例（以下「子ども条例」という。）を改正し

たところであり、子ども条例において、県は、子ども施策を総合的かつ計画的に推

進するため、子ども施策についての計画を定めることとしています。 

これらをふまえ、改正子ども条例を具現化する計画とこども基本法に基づく都道

府県こども計画とを一体とした計画として、「ありのままでみえっこプラン」（以下

「みえっこプラン」という。）を策定しました。 

 

 

「ありのままでみえっこプラン」と法令等との関係 
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（２）計画期間 

令和７年度から令和 11年度までの５年間です。 

 

（３）みえっこプランにおける「子ども」「若者」の定義 

 

・子ども  

18歳未満の者をいい、18歳に達した後も引き続き施策の対象とする必要が 

ある者を含む 

  ⇒①18歳に達した高校生等 

   ②法令により、18歳未満の者と同様の措置・支援が可能とされた者 

    例）児童福祉法：児童自立生活援助、障害児の施設入所 

・若者  

青年期（施策によりポスト青年期を含む）の者 

 

 

 

 

（４）めざす姿 

 

 

みえっこプランでは、「全ての子どもが豊かに育ち、将来にわたって幸せな状

態で生活することができる三重」をめざす姿とし、取組を進めていきます。 

・「全ての子どもが豊かに育ち」とは、全ての子どもが、障がいの有無や生まれ

育った家庭環境に関わらず、地域社会の支えも受けて、経済的、物質的のみな

らず、精神的にも、人間関係の上でも豊かに育つことができる環境整備が進ん

でいる状況を表しています。 

・「将来にわたって幸せな状態で生活することができる」とは、子どもから若者

へ、そして自立した大人に成長する過程で、人格形成の基礎を築き、自由で多

様な選択により自分の可能性を広げることができ、将来に見通しを持ちながら

自分らしく社会生活を送ることができている状況を表しています。 

 

全ての子どもが豊かに育ち、 

将来にわたって幸せな状態で生活することができる三重 
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２ みえっこレポートについて 

 この「ありのままでみえっこレポート」は、みえっこプランに基づく令和７年度

における本県の子どもに関する施策の実施状況を評価するとともに、令和８年度以

降に残された課題と対応を整理するためにとりまとめたものです。 
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第２章 総括（令和７年度の総括と令和８年度以降の取組） 

 

「みえっこプラン」では、めざす姿である「全ての子どもが豊かに育ち、将来に

わたって幸せな状態で生活することができる三重」の実現に向け、４つの総合目標

と６つの基本的施策を設定しています。これらを具体的に展開するため、11の「重

点的な取組」と、進行管理を行うための「重点目標」を設定しており、令和７年度

はこれらに基づいて取組を進めました。 

総合目標の実績をみると、「生活に満足している」と思う子どもの割合は、現状

値を 6.8ポイント上回り 74.4％となり、また「子ども施策について自分の意見を

聴かれている」と思う子どもの割合も、現状値を 29.2ポイント上回り 68.6％とな

りました。 

一方で、「自分の将来について希望がある」と思う子どもの割合は、現状値を 6.0

ポイント下回り 79.8％となり、また「自分が好きだ」と思う子どもの割合も、現

状値を 9.5ポイント下回り 72.2％となりました。この２項目については、令和 11

年度の目標値との乖離も大きく、子どもたちの自己肯定感や未来への希望を育んで

いくよう、一層取組を進める必要があります。 

11の重点的な取組については、Ａ（順調）・Ｂ（おおむね順調）と評価した取組

が８項目、Ｃ（やや遅れている）・Ｄ（遅れている）と評価した取組が３項目とな

りました。 

順調と評価した「子どもの意見表明及び社会参画の促進」の取組については、重

点目標の「県が設けた子どもの意見表明の機会の回数」（15回）及び「子どもの意

見が県の施策に反映された数」（15施策）が、目標を大きく上回りました。これは、

県の子ども施策について子どもが意見を届ける「みえっこ会議」の新規開催や、子

どもの意見を集めるプラットフォーム「キッズ・モニター」の機能を拡充するなど、

子どもの意見表明の機会の確保とその意見を尊重する姿勢を重視したことに加え、

子ども自身の参画意識の高まりも要因と考えられます。引き続き、子どもが意見を

表明しやすい多様な機会を創出し、その意見を施策へ反映する取組を推進します。 

一方、やや遅れていると評価した「幼児教育・保育、放課後児童対策の推進」の

取組については、「保育所等の待機児童数」（84人）及び「放課後児童クラブの待

機児童数」（65人）が、目標未達成となりました。これは、低年齢児の保育ニーズ

の高止まり対する保育士の不足や、放課後児童支援員の不足、一部地域での子育て

世帯増加による定員不足が主な要因と考えられます。地域限定保育士制度の導入な

どによる保育士等の人材確保・処遇改善を進めるほか、「みえ子ども・子育て応援

総合補助金」に新たに「仕事と子育ての両立支援」枠を設置し、保育士確保をはじ

めとした各市町の仕事と子育ての両立に向けた取組を後押しすることで、待機児童

の解消と安心して子育てできる環境整備の取組を推進します。 

令和８年度以降は、引き続き、「ありのままでみえっこプラン」に基づき、子ど

も・子育てに関する施策を総合的に推進し、「全ての子どもが豊かに育ち、将来に

わたって幸せな状態で生活することができる三重」の実現に向けて取り組みます。 
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＜総合目標の令和７年度の実績について＞ 

「みえっこプラン」のめざす姿である「全ての子どもが豊かに育ち、将来にわた

って幸せな状態で生活することができる三重」について、達成度合いを測るものと

して４つの「総合目標」を設定しています。 

項目 項目の説明 
現状値 

(６年度) 

実績値 

（７年度） 

目標値 

(11 年度) 

「生活に満足している」

と思う子どもの割合 

「最近の生活満足度」を０～

10点で回答してもらい、７

点以上と回答した子どもの

割合 

67.6％ 74.4％ 70.0％ 

「自分の将来について

希望がある」と思う子ど

もの割合 

自分の将来について、「希望

がある」「どちらかといえば

希望がある」と回答した子ど

もの割合 

85.8％ 79.8％ 90.0％ 

「子ども施策について

自分の意見を聴かれて

いる」と思う子どもの割

合 

県が行う子どものための取

組について、自分の意見が聴

かれていると思うかとの問

いに「そう思う」「どちらか

といえばそう思う」と回答し

た子どもの割合 

39.4％ 68.6％ 70.0％ 

「自分が好きだ」と思う

子どもの割合 

自分が好きかとの問いに「そ

う思う」「どちらかといえば

そう思う」と回答した子ども

の割合 

81.7％ 72.2％ 85.0％ 

※現状値は、令和６年度キッズ・モニターアンケート結果による。 

※実績値は、令和７年度に三重県内の小学校５年生・中学校２年生・高校２年生を

対象に実施したアンケート結果による。 

 

5



第３章 重点的な取組 

１ 重点的な取組の概要 

みえっこプランでは、めざす姿の実現に向けて、次のとおり６つの「基本的施

策」を設定し、これを具体的に展開するため、11 の「重点的な取組」により取

組を進めることとしています。 

基本的施策【子ども条例の条項】 重点的な取組 

（１）子どもの安全・安心の確保  

  【第 11条】 

１ 子どもの権利侵害への対応 

２ 子どもを取り巻くリスクへの対応 

（２）子どもの権利について学ぶ 

  機会の提供【第 12条】 
３ 子どもの権利に対する理解の向上 

（３）子どもの育ちへの支援 

  【第 13条】 

４ 多様な学びの支援と居場所・体験 

  機会の充実 

５ 貧困など困難な環境にある 

  子ども・家庭への支援 

６ 社会的養育の推進 

７ 特別な支援や配慮が必要な子ども 

  への支援 

（４）子どもの意見表明及び社会 

  参画の促進【第 14条】 

８ 子どもの意見表明及び社会参画の 

  促進 

（５）子育て家庭への支援 

  【第 15条】 

９ 妊娠から出産・子育てまでの 

   切れ目のない支援 

10 幼児教育・保育、放課後児童対策 

  の推進 

（６）若者支援 11 若者への支援 

※基本的施策（１）～（５）は、子ども条例で規定している「基本的施策」に対応してい

ます。 

※基本的施策（６）は、めざす姿の「将来にわたって幸せな状態で生活することができる」

に対応しており、子どもから自立した大人に成長する過程である青年期において、固有

の課題に対して支援を行うものです。 
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（子どもの安全・安心の確保） 

第十一条 県は、虐待、いじめその他の権利侵害（ソーシャルネットワーキングサービ

スその他のインターネットを通じて行われるものを含む。）から子どもを守るため、子

どもの安全と安心の確保に必要な施策を推進するものとする。 

２ 県は、子どもの権利が侵害された場合に当該子どもの最善の利益を優先して考慮し、

その救済を図ることができるよう、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

３ 子どもを虐待から守ること及びいじめの防止等のための施策については、別に条例

で定める。 

 

（子どもの権利について学ぶ機会の提供） 

第十二条 県は、子どもの権利について、保護者、学校等関係者及び県民並びに子ども

自身が学ぶ機会を提供するものとする。 

 

（子どもの育ちへの支援） 

第十三条 県は、生まれ育った環境等にかかわらず、全ての子どもが自分らしく豊かで

健やかに育つことができるよう、次に掲げる支援を行うものとする。 

一 子どもの育ちにとって重要な時期である乳幼児期からの切れ目のない支援 

二 子どもが主体的に取り組む様々な活動の支援 

三 子どもの多様な学び、遊び、及び自然体験をはじめとした体験活動等の支援 

四 子どもが安全で安心して過ごすことができる多様な居場所づくりの支援 

２ 県は、貧困の状況にある子ども、児童養護施設又は里親のもとで暮らす子どもその

他の特別な支援又は配慮が必要な子どもが、適切に養育され、その成長が保障される

よう必要な支援に努めるものとする。 

 

（子どもの意見表明及び社会参画の促進） 

第十四条 県は、子どもを権利の主体として尊重し、子どもが社会の一員として意見を

表明することができ、かつ、その意見が子どもに関する施策に適切に反映されるよう、

環境の整備を図るものとする。 

２ 県は、前項の規定により、子どもが意見を表明するに当たっては、子どもが意見を

形成するための支援に努めるとともに、社会的養護下にある子どもをはじめとした、

様々な状況下にある子どもが意見を表明することができるよう努めるものとする。 

３ 県は、子どもが社会の一員として尊重され、多様な社会的活動に参画することがで

きるよう、必要な環境の整備を図るものとする。 

 

（子育て家庭への支援） 

第十五条 県は、様々な不安又は悩みに直面する子育て家庭を支援するため、多様な子

育てと働き方のための環境の整備、情報提供その他の子育て家庭に寄り添った支援に

努めるものとする。 

子ども条例 
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２ 重点的な取組の進展度 

11の重点的な取組の進展度について、重点目標の達成度合いや取組実績等によ

り総合的に４段階で判断したところ、Ａ（順調）・Ｂ（おおむね順調）と評価した

取組は８項目、Ｃ（やや遅れている）・Ｄ（遅れている）と評価した取組は３項目

となりました。 

 

重点的な取組 
進展度 

Ｒ６ Ｒ７ 

１ 子どもの権利侵害への対応  Ｂ 

２ 子どもを取り巻くリスクへの対応  Ｂ 

３ 子どもの権利に対する理解の向上  Ｃ 

４ 多様な学びの支援と居場所・体験機会の充実  Ａ 

５ 貧困など困難な環境にある子ども・家庭への支援  Ａ 

６ 社会的養育の推進  Ｂ 

７ 特別な支援や配慮が必要な子どもへの支援  Ａ 

８ 子どもの意見表明及び社会参画の促進  Ａ 

９ 妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援  Ｂ 

10 幼児教育・保育、放課後児童対策の推進  Ｃ 

11 若者への支援  Ｃ 

 

【重点的な取組の進展度について】 

みえっこプランで掲げためざす姿（全ての子どもが豊かに育ち、将来にわたって

幸せな状態で生活することができる三重）の実現に向け、11 の重点的な取組を設

定し、それぞれの重点的な取組について「５年後のめざす姿」を示しています。 

さらに、進行管理を行うため、重点目標を設定し、取組の進捗を評価しています。 

重点的な取組の進展度は、重点目標の達成状況や取組状況などをふまえて、「５

年後のめざす姿」に示された状況が達成されているかという観点から、重点的な取

組ごとに進展度を判断しています。 

 

【重点的な取組の進展度の評価基準】 

重点的な取組の進展度（Ａ～Ｄ）の判断にあたっては、基本的には、重点目標の

評価のうち最も多い評価区分（ａｂｃｄ）と同じ評価（ＡＢＣＤ）を採用していま
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す。 

ただし、重点的な取組における各重点目標の重要度合いはさまざまであり、また、

各重点目標が基本事業の全てを網羅しているわけではないことから、取組状況や外

部要因などを勘案して、総合的に進展度を判断します。 

重点目標の評価区分が、異なる２種類以上で同数かつ最多となった場合は、重点

目標の重要度合いや取組状況をふまえて、適切な評価を選択します。 

 

※重点目標の評価基準 

評価 重点目標の達成状況 

ａ（達成） 100％（1.00） 

ｂ（おおむね達成） 85％以上 100％未満（0.85以上 1.00未満） 

ｃ（達成が不十分） 70％以上 85％未満（0.7以上 0.85未満） 

ｄ（達成度が低い） 70％未満（0.7未満） 
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【重点的な取組１】 子どもの権利侵害への対応 

（５年後のめざす姿） 

子どもの権利侵害の未然防止、早期発見・早期対応ができる体制づくりが進むとともに、

子どもが相談しやすい環境や権利救済の仕組みが整備されています。 

 

主な取組内容 

 

 

 

１ 児童虐待対策【子ども・福祉部】 

２ いじめ対策【教育委員会】 

３ 自殺対策【医療保健部】【教育委員会】 

４ 体罰・不適切な言動の根絶【教育委員会】 

５ 不適切保育の防止【子ども・福祉部】 

６ 子どもからの相談への対応【子ども・福祉部】 

７ 子どもの権利が侵害された場合の権利救済の仕組みの整備【子ども・福祉部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｂ 判断 

理由 

「こども家庭センターの設置市町数」について

は、目標を達成し、「いじめや暴力の心配がな

く、学校生活に安心を感じている子どもの割

合」については、目標をおおむね達成したこと

から、左のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

児童虐待対策 

〇令和７年７月に施行した改正「子どもを虐待から守る条例」の施策を具現化する

ため、改正条例に基づく「子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画」を策定

しました。また、一時保護の司法審査制度導入に係る弁護士の増員や「三重県児

童相談所職員人材育成計画」に基づいた体系的な研修の実施、警察との連携強化

に向けた、警察と児童相談所との合同研修等に活用する研修動画の作成等の取組

を通じて、児童虐待対応力のさらなる強化を図りました。 

〇児童相談所の相談体制の強化に向けて、子どもに身近なツールであるＳＮＳを活

用した相談対応を行うとともに、児童相談所に外国人支援員を配置し、外国につ

ながる子どもの虐待防止対策に取り組みました。加えて、学校等のモニタリング

事業により、児童や保護者の状況や家庭環境の変化をきめ細かく把握しました。

また、ＡＩの活用については、国の動向やＡＩの発展状況にも注視しつつ、活用

の在り方について検討を進めました。 

〇親子関係の再構築に向けた取組として、児童相談所や市町、施設等の職員を対象

とした保護者支援プログラムに関する研修等（145人受講）を実施するとともに、

保護者にプログラムの提供（のべ 17世帯）を行いました。 

〇市町の児童相談体制を強化するために、市町・関係機関の連携強化を図りました。

また、「こども家庭センター」の設置促進に向けて、新たに、体制構築やマネジメ

ント力の向上につながる研修等を実施し、市町の虐待対応力強化の支援を行うと

ともに、センターに配置される統括支援員を対象とした研修（23 名受講）を実施

しました。 
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〇子どもの意見・意向表明や権利擁護に向けて、アドボケイトの児童相談所一時保

護所や児童養護施設等への派遣に取り組みました。また、一時保護中の児童が適

切な教育を受けられるよう、原籍校への登校支援について拡充を検討する等、支

援の充実を図るとともに、さらなる子どもの権利擁護の推進を図るため、北勢児

童相談所一時保護所において第三者評価を実施し、一時保護児童への支援を強化

しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（２） 

いじめ対策 

〇児童が社会性や規範意識を高められるよう、小学校の５・６年生を対象に、法律

やルールに基づく責任や情報モラル等の観点をふまえた弁護士による出前授業を

実施しました。加えて、弁護士と作成した動画教材を活用するなど、公立小学校

において、いじめ予防授業を実施しました。 

〇いじめ対応情報管理システムを活用し、学校で認知したいじめの情報を、市町等

教育委員会や県教育委員会が遅滞なく共有することで、困難な事案やいじめに起

因する欠席がある事案等に対して、関係機関が連携して迅速かつ適切に対応しま

した。 

○いじめの被害にあっている児童生徒、不安や悩みを抱える児童生徒からの相談や

心のケアを充実させるため、スクールカウンセラーの配置時間を拡充するととも

に、教育支援センターにもスクールカウンセラーを配置しました。また、スクー

ルソーシャルワーカーの配置時間を拡充し、福祉や医療機関等の関係機関と連携

した支援を行いました。 

○インターネット上での誹謗中傷や人権侵害、いじめ等から児童生徒を守るため、

ネットパトロールを実施しました。 

【以上、教育委員会】 

（３） 

自殺対策 

〇市町や学校等と連携して、児童生徒や学生への精神保健及び自殺予防授業（５校

６回 1,076名参加）や教職員への啓発（３回 110名参加）等を実施しました。 

〇児童生徒の自殺予防のため、精神医療に係る専門的なアドバイザーを学校等に派

遣（５件）しました。 

〇主に 39歳以下の子ども・若者を対象に、身近なコミュニケーションツールである

ＳＮＳを活用した相談支援(1,486件)を行いました。また、ＳＮＳ上の広告におい

ても周知を図りました。 

【以上、医療保健部】 

 

〇悩みを抱える子どもとその保護者が決して孤立せず、周囲にいる大人や子どもの

誰もがＳＯＳに気づき寄り添うことができるよう、中高生、教職員、保護者向け

の子どもの自死予防のための動画教材を作成しました。 

【教育委員会】 

（４） 

体罰・不適切な

言動の根絶 

〇教職員の体罰について、学期に１回程度、児童生徒に対して体罰に係るアンケー

ト及び面談等を実施し、体罰の実態の的確な把握に努め、体罰及び不適切な言動

の根絶に取り組みました。 

○「教職員向けコンプライアンス・ハンドブック」を改訂し、研修題材となるよう、

実際に起こった事例をもとにした体罰及び不適切な言動に関する事例シートを作

成しました。 

〇コンプライアンス研修を実施し、教職員一人ひとりが自らの行動について改めて

考え直す機会を設けました。 
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○学校における「体罰に関する電話相談窓口」において、子どもや保護者からの相

談対応（14 件）を行いました。相談者の気持ちに寄り添って話を聴くとともに、

相談者の了解を得たうえで関係各課と連携し、問題の解決に努めました。 

【以上、教育委員会】 

（５） 

不適切保育の防

止 

〇不適切保育を防止し、保育の質向上を図るため、私立保育所等を対象として、臨

床心理士である保育士支援アドバイザーが保育所等に赴く、アウトリーチの相談

支援事業（50回）を行いました。 

〇虐待、発達障がい、保護者等への関わり等、保育現場において求められる専門性

の高い保育士等の養成を図るため人権保育専門研修（24回）を開催しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（６） 

子どもからの相

談への対応 

〇子ども条例に基づく、子どもが自ら電話やＳＮＳで相談できる窓口「こどもほっ

とダイヤル」において、子どもとともに悩みごとの状況や気持ちを整理し、寄り

添いながら子ども自身が問題を解決できるように支える相談対応を行いました。

子どもだけで解決が難しい虐待やいじめ等の相談は、子どもの意向を確認しなが

ら関係機関と連携し対応しました。 

【子ども・福祉部】 

（７） 

子どもの権利が

侵害された場合

の権利救済の仕

組みの整備 

〇既存の県の子どもの相談窓口や子どもへの相談窓口の案内方法を調査するととも

に、子どもが自身の状況に応じて最適な相談先を見つけられる案内機能を備えた

「子ども向けポータルサイト」を整備に向けて、先行自治体への調査や関係機関

との協議、学校現場への視察等を行いました。 

【子ども・福祉部】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

こども家庭センターの設置市町数 

15市町 
23市町 

1.00 
25市町 26市町 27 市町 29市町 

ａ 
24市町     

いじめや暴力の心配がなく､学校生活に安心を感じている子どもの割合 

小学生 

95.9% 

(R5 年度) 

99.2% 
0.96 

100% 100% 100% 100% 

ｂ 

94.9%     

中学生 

97.7% 

(R5 年度) 

99.5% 

0.97 

100% 100% 100% 100% 

96.7%     

高校生 

92.3% 

(R5 年度) 

98.5% 
0.94 

100% 100% 100% 100% 

92.7%     
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モニタリング指標 現状値 最新値 

体罰の発生件数 ４件 

（Ｒ５年度） 

４件 

（Ｒ６年度） 

子ども専用相談窓口「こどもほっ

とダイヤル」の相談件数 
922 件 

（Ｒ５年度） 

電話 231件 

ＳＮＳ 254 件 

（Ｒ７年度） 

保護者支援プログラムを提供した

保護者数と再発率（再分離率） Ｒ７年度から 

調査 

プログラム提供 

保護者数 17世帯 

再発率（再分離率） 

27.2％ 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

児童虐待対策 

〇令和８年３月に策定した「子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画」に基づ

き、切れ目なく子どもを虐待から守るための取組を推進する必要があります。この

ため、児童相談所一時保護所への弁護士アドボケイトの導入や「三重県児童相談所

職員人材育成計画」に基づいた体系的な研修を有識者からの助言を得つつ開催する

とともに、児童相談所と警察が緊急の通告時における情報共有を補強するためのシ

ステム構築を行うことで連携体制の整備等を進め、子どもの権利擁護や児童虐待対

応力を強化します。 

〇児童相談所の相談体制を強化するために、子ども等が相談しやすいツールの提供

や職員の判断の質を向上させる取組が必要です。そのため、引き続きＳＮＳを活

用した相談対応に取り組むとともに、外国につながる子どもの虐待対策として、

北勢・鈴鹿児童相談所に加えて、新たに中央児童相談所において外国人支援員に

よる通訳支援や家庭訪問の同行を実施します。また、学校等でのモニタリング事

業を継続して実施します。 

〇親子関係の再構築支援が必要な保護者を、速やかに保護者支援プログラムへつな

ぐため、また虐待の再発や再度の家庭分離へ至る前に、保護者が相談できるよう、

関係機関職員の技術向上や仕組みづくりが必要です。そのため、引き続き、児童

相談所や市町、施設等の職員を対象とした保護者支援プログラムに関する研修等

を実施するとともに、市町や児童家庭支援センター等の地域で保護者支援プログ

ラムが実施できるよう仕組みづくりを行います。 

〇児童虐待の未然防止や早期発見に向けては、住民に身近な市町において関係機関

と連携した支援が必要です。そのため、市町「こども家庭センター」の開設促進

及び運営の質の向上に資する研修や助言を引き続き実施します。また、「三重県市

町児童相談対応情報共有フォーム」の本運用を開始することで、市町間の情報共

有を促進するとともに、児童相談対応力の向上に資する情報提供等を行い、各市

町の対応力強化を図ります。 

〇施設入所児童等の意見・意向表明や権利擁護の推進が必要です。このため、アド

ボケイトの児童養護施設等への派遣に加え、乳児院への派遣を拡充するとともに、

中央児童相談所一時保護所において第三者評価を実施します。 

【以上、子ども・福祉部】 
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（２） 

いじめ対策 

〇弁護士による出前授業に加え、三重弁護士会と連携して作成した動画教材を活用

し、県内の公立小学校においていじめ予防授業を実施することで、児童がいじめ

の問題に対して主体的に行動できる力を育みます。 

○多様化・複雑化するいじめの問題から子どもを守り、不安や悩みを抱える際の心

のケア等を行うため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配

置時間を拡充し、引き続き子どもが安心して相談できる体制の充実を図ります。 

〇インターネット上での誹謗中傷や人権侵害、いじめ等から児童生徒を守るため、

ネットパトロールを引き続き実施します。 

○「いじめ対応情報管理システム」を活用して、学校が認知したいじめの早期対応

と深刻化の防止のために、学校に対して支援を行う「いじめ対策専門チーム（仮

称）」の令和９年度の設置に向けた準備を進めます。 

【以上、教育委員会】 

 

 

 

＜子どもからの提案＞ 

学校ごとに、カウンセラーや担任以外の先生に相談できる体制を作ってほしい。 

＜提案に対する県の対応＞ 

子どもの気持ちや意見を聴き、その思いを届けたい人に届けることや、意見を 

まとめる支援「子どもアドボカシー」を学ぶことができる、児童、生徒、教職員 

向けの３種類の動画教材を作成し、子どもが意見表明できる環境づくりに取り 

組みます。 

 

（３） 

自殺対策 

〇市町や学校等と連携して、児童生徒や学生への精神保健及び自殺予防授業や教職

員への啓発等を実施します。 

〇自殺リスクの高い子ども・若者への早期介入と支援強化のため、学校や市町等、

地域の関係機関を支援対象とする三重県子ども・若者の自殺危機対応チームを設

置し、困難事例について専門的な支援者支援を行うことによって、子ども・若者

の自殺防止を図ります。 

〇子ども・若者が悩みや不安を抱えた時に必要な相談ができる体制が必要であるた

め、引き続き、悩みを抱える若者に対して、身近なコミュニケーションツールで

あるＳＮＳを活用した相談支援を行います。また、ＳＮＳ上の広告においても周

知を図ります。 

【以上、医療保健部】 

 

〇作成した自死予防のための動画教材を、引き続き各学校で活用するよう、県立学

校長会議や生徒指導担当者会議を通じて周知します。 

【教育委員会】 

（４） 

体罰・不適切な

言動の根絶 

〇令和７年度も体罰による処分事案が発生したことから、体罰に係るアンケート等

を継続して行い、体罰及び不適切な言動の根絶に粘り強く取り組みます。 

〇教員一人ひとりが自らの行動について改めて考え直す機会を設けるため、引き続

き、コンプライアンス研修を実施します。 

令和７年度みえっこ会議で届けられた声（テーマ：いじめ） 
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〇学校における体罰の問題について、子どもや保護者からの訴えを受け止め、問題

の早期解決を図るため、「体罰に関する電話相談窓口」を継続し、子ども及び保護

者からの相談に対し、速やかで適切な対応を行います。 

【以上、教育委員会】 

（５） 

不適切保育の防

止 

〇多様化・高度化する保育ニーズや子どもの育成支援に対応するため、保育士等の

専門性を確保していく必要があります。引き続き保育所等に対する相談支援や保

育士等に対する専門的な研修を実施することにより、専門性を確保し、保育の資

質向上を図っていきます。 

【子ども・福祉部】 

（６） 

子どもからの相

談への対応 

〇「こどもほっとダイヤル」について、電話での相談件数が減少傾向であるため、

令和７年８月より子どもが相談しやすい相談体制を構築するためＳＮＳ相談を開

始したところ、電話相談の件数を上回る相談件数となりましたが、電話相談に比

べてＳＮＳ相談は情報量が少なく、関係機関につなぐ際に個人を特定することが

難しい場合がありました。そのため、ＳＮＳ相談を実施している他の相談窓口の

実施状況を参考にしながら、子どもの権利を守ることのできる相談窓口の運営に

取り組みます。 

【子ども・福祉部】 

（７） 

子どもの権利が

侵害された場合

の権利救済の仕

組みの整備 

〇令和７年度の調査結果等をふまえ、令和８年度は、県の子どもに関する情報を一

元化した「子ども向けポータルサイト」を整備し、子どもが必要な情報を主体的

に入手できる環境を構築するとともに、相談窓口や居場所へのアクセス環境の改

善に取り組みます。 

【子ども・福祉部】 
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【重点的な取組２】 子どもを取り巻くリスクへの対応 

（５年後のめざす姿） 

学校・家庭・地域・関係機関との連携・協働のもと、子どもをリスクから守る取組が進ん

でいます。 

また、子ども自身が身近に起こりうる問題として捉え、自ら危険を予測し回避する力を身

につける機会が充実しています。 

 

主な取組内容 

 

 

 

１ インターネットに関わるリスクへの対応 

【子ども・福祉部】【教育委員会】【警察】 

２ 性犯罪・性暴力対策【環境生活部】【教育委員会】【警察】 

３ 通学路等の安全確保【子ども・福祉部】【県土整備部】【教育委員会】【警察】 

４ 防災対策【教育委員会】【防災対策部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｂ 判断 

理由 

「青少年等インターネット安全利用促進出前

講座の受講者数（累計）」「通学路の安全対策が

実施された箇所の割合」「家庭や地域と連携し

た防災の取組を実施している学校の割合」につ

いては、目標をおおむね達成したことから、左

のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

インターネット

に関わるリスク

への対応 

〇児童生徒、保護者を対象とした「安全・安心インターネット・ＳＮＳ利活用講座」

を実施し、インターネット・ＳＮＳ利用の際の危険性や注意点について啓発を図

りました。 

【子ども・福祉部】 

 

〇各学校で教育活動全体をとおした情報モラル教育が行われるよう、文部科学省や

警察等の関係機関から提供される教材や講座、児童生徒及び保護者向けの啓発資

料を提供するなどの支援を行いました。 

〇県立学校の生徒指導担当者に対し、「インターネット・ＳＮＳに関わる少年の非行

情勢」、「闇バイト」に関する研修を行いました。 

【以上、教育委員会】 

 

〇児童生徒を対象に、インターネットの危険性や適切な利用方法を理解してもらう

ため、インターネット利用に起因する犯罪被害やその未然防止対策を内容とした

ネットトラブル防止教室（227 回）を行いました。 

〇保護者を対象に、最新の被害情勢や青少年有害情報フィルタリングサービス利用促

進等を啓発する教室（11回）を行いました。 
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〇主に中高生を対象とするターゲティング広告等（３回）を活用し、ＳＮＳに起因す

る犯行の危険性、被害の実態を周知し、被害防止対策を行いました。 

○児童生徒及び保護者を対象として、ＳＮＳ等を通じた犯罪実行者募集情報（いわ

ゆる「闇バイト」）による犯罪への加担や性被害等を防止する啓発資料を作成し、

教育委員会等と連携し、県内の学校（小・中・高等学校）に対し周知（３回）し

ました。 

【以上、警察本部】 

（２） 

性犯罪・性暴力

対策 

○性暴力によって心身や個人の尊厳に侵害を受けた被害者等への支援とともに、性

暴力のない安全・安心な社会の実現をめざすため、「三重県性暴力の根絶をめざす

条例」を制定しました。また、ラジオやテレビ、チラシ・リーフレットを活用し

て条例の周知・啓発を実施するとともに、性暴力に関する実態調査を行い、条例

に基づく推進計画の策定を進めました。 

○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターである「みえ性暴力被

害者支援センター よりこ」において、電話・ＳＮＳ相談対応、病院への付添支

援、心理的カウンセリング等（相談件数 638件）、被害者等に寄り添った支援を関

係機関と連携しながら実施しました。また、「よりこ」の連携協力病院を拡充（累

計 29病院）するなど、支援体制の充実に取り組みました。 

○「よりこ」の認知度向上及び性犯罪・性暴力被害者支援の輪を広げ、性被害防止

についての理解を深めるための出前講座（667名受講）を実施しました。 

【以上、環境生活部】 

 

○名古屋市等の教員が児童生徒等を盗撮し逮捕された事案を受け、９月に「盗撮防

止に向けた対策」をとりまとめ、取組を進めました。 

〇教職員による児童生徒性暴力等を早期に発見し、早期に対応するため、「わいせつ

行為、セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート調査」を、県立高等学校、

特別支援学校高等部・中学部及び公立中学校・義務教育学校後期課程の生徒を対

象に実施し、被害の実態を把握するとともに、回答内容をふまえた対応を行いま

した。 

〇「盗撮防止に向けた対策」の取組の１つとして、県立特別支援学校小学部及び公

立小学校の５・６年生の児童を対象とした「教職員によるわいせつ行為、セクシ

ュアル・ハラスメントに関するアンケート調査」を試行実施しました。 

○どのような行為や発言が児童生徒性暴力等に当たるのか、また、それらが児童生

徒にどのような影響を与えるのかについて理解を深めることをねらいとした研修

動画や、児童生徒への性暴力の根絶や早期発見について学ぶオンデマンド研修動

画を作成しました。全ての教職員が研修動画を視聴することにより、ハラスメン

トに対する認識や感度の向上を図り、児童生徒性暴力等の根絶に取り組みました。 

〇県立学校の生徒指導担当者に対し、「生命（いのち）の安全教育」の説明や警察に

よる性犯罪・性暴力対策教室を案内しました。また、専門機関・講師一覧を作成

し、公立学校に周知しました。 

【以上、教育委員会】 

 

 

○恋愛感情に付け込んだ事案や、親族関係、雇用関係、師弟関係等を背景とした加

害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯等について、その早期発見と被

疑者の迅速な検挙（福祉犯検挙人員 63 人）に努め、被害に遭った子どもの保護

を図るとともに、子どもの性的搾取等事犯の取締りの強化を図りました。 
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〇性犯罪被害者の精神的被害の回復、軽減に資する適切な対応を行うため、臨床心

理士資格を有する職員により、少年育成支援官等の専門的な知識・技能の向上を

図る研修（２回）を行いました。 

○犯罪の被害者または目撃者等の参考人となった子どもへの事情聴取にあたって

は、供述の信用性を確保しつつ精神的な負担軽減を図るため、警察、検察庁、児

童相談所が連携し、代表者一人が子どもと面接し、被害状況を聴き取る司法面接

（警察官が面接者となる司法面接 13 回）の取組を推進しました。 

○愛知、岐阜、三重の三機関（警察、検察、児童相談所）による勉強会（３回）を

開催し、連携強化を図りました。 

○司法面接の面接者を育成するため、専門知識を有する大学講師を招聘して司法面

接研修会（32人参加）を開催し、司法面接における聴取技法等の修得を図りまし

た。 

○警察官を対象とした各種教養において、性犯罪や性暴力の被害者となる子どもに 

  対する司法面接について講義（５回）を行いました。 

【以上、警察本部】 

（３） 

通学路等の安全

確保 

〇青少年の被害・非行防止及び育成支援の意識高揚のため、「青少年被害・非行防止

夏季強調月間（７～８月)」及び「三重県秋のこどもまんなか月間（子供・若者育

成支援推進）(11月)」において、各種啓発活動を実施しました。 

〇青少年を取り巻く有害環境の浄化のため、図書類や携帯電話の取扱事業者、深夜

営業のカラオケボックスや漫画喫茶等に対し、青少年健全育成条例に基づく立入調

査を実施し、健全育成への協力を依頼しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇各県営都市公園において、遊具の定期点検や老朽化した公園施設の更新等、安全・

安心な子どもの居場所となる公園の運営管理に取り組みました。 

〇県営北勢中央公園において、公園の出入り口に防犯カメラの増設を行いました。 

【以上、県土整備部】 

 

○高校生の自転車乗車時のヘルメット着用推進と事故の未然防止に向けて交通法規

を遵守する意識を高めるため、「三重県高校生バイシクルサミット」を開催し、各

校での生徒の主体的な取組を促進しました。 

〇児童生徒の危険予測能力や危険回避能力を育むため、実践地域において、交通安

全及び防犯に関する知見を持つ学校安全アドバイザーの指導・助言のもと、通学

路の安全点検や安全マップづくり、高校生による出前授業等をとおして、交通安

全教育及び防犯教育を行いました。 

○学校安全ボランティアであるスクールガードを養成するとともに、見守り活動の

中心となるスクールガード・リーダーの育成に取り組みました。 

〇公立学校の教員を対象に、校種別の交通安全教育や防犯教育について講習会を行

い、指導力向上に取り組みました。 

【以上、教育委員会】 

 

○子どもが被害者となる犯罪を未然に防止し、子どもが安心して登下校をすること

ができるよう、要望に応じて防犯教室を実施し、子どもたちの防犯意識の向上を図

るとともに、警戒・パトロールを実施しました。 

〇子ども安全・安心の店の拡充活動や、防犯ボランティア団体、事業者等の多様な

担い手と連携した子どもの見守り活動（145回）を行い、学校や通学路における子

どもの安全確保に係る各種取組を推進しました。また、退職した警察官等をスクー
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ルサポーターとして学校に派遣（80 回）し、子どもの安全確保等に関する助言を

行いました。 

〇幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校等での交通安全教室や各種広報啓発

活動等において、参加・体験・実践型を中心とした交通安全教育（令和７年中：幼

児 136回（7,270名）、小学生 188 回（19,558名）、中学生 50回（9,757名）、高校

生 29回（9,562名）、合計 403回（46,147名））を実施しました。 

○令和８年４月から 16歳以上の自転車利用者に対する交通反則通告制度が導入され

ることから、中学生・高校生の自転車事故防止に関する短時間動画をＳＮＳ広告

で配信したほか、教育委員会等と連携し県内の全中学校、高校等に資料を配付し

て、生徒や保護者へ周知しました。 

【以上、警察本部】 

（４） 

防災対策 

〇子どもを含む県民の防災意識を高め、自助・共助の取組を推進するため、地震体

験車の派遣や大型商業施設における防災イベントの実施等に取り組みました。 

【防災対策部】 

 

○学校における防災教育の効果を高めるため、南海トラフ地震の記述等を更新し、

防災ノートを改訂しました。また、改訂後の防災ノートを新入生等に配布すると

ともに、外国人児童生徒用に外国語版（５か国語）を配布しました。 

〇県内４か所で防災教育、防災対策、組織活動に関する防災リーダー研修会（595人

参加）を開催しました。 

〇学校の要請に応じて職員や外部の専門家を学校防災アドバイザーとして派遣（280

か所）し、学校が実施する体験型防災学習や防災訓練等における、家庭や地域と

連携した取組を支援しました。 

【以上、教育委員会】 

 

  

19



重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

青少年等インターネット安全利用促進出前講座の受講者数（累計） 

2,688 人 

（R5年度） 

9,688人 
0.97 

13,188 人 16,688 人 20,188 人 23,688 人 
ｂ 

9,421人     

通学路の安全対策が実施された箇所の割合 

97.4％ 

（R5 年度） 

100% 
0.97 

100% 100% 100% 100% 
ｂ 

97.4%     

家庭や地域と連携した防災の取組を実施している学校の割合 

88.9％ 

（R5年度） 

100% 
0.99 

100% 100% 100% 100% 
ｂ 

98.6%     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

ＳＮＳに起因する事犯における被

害児童数 

24人 

（Ｒ５年） 

11 人 

（Ｒ７年） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

インターネット

に関わるリスク

への対応 

〇児童生徒や保護者を対象に、安全・安心なインターネット・ＳＮＳの利活用につ

いて啓発を図るとともに、他課・他機関における類似の取組との連携を進め、日々

変化する子どもを取り巻くインターネット環境や問題への対応を進めます。 

【子ども・福祉部】 

 

〇情報社会の進展に伴い多様化するネット上のリスクから身を守るとともに、情報

ツールを主体的に正しく活用できる力の育成に向け、引き続き情報モラル教育を

進めます。 

【教育委員会】 

 

○児童生徒を対象として、インターネットの危険性や適切な利用方法を理解しても

らうため、インターネット利用に起因する犯罪被害やその未然防止対策を内容と

したネットトラブル防止教室を行います。 

○保護者を対象として、最新の被害情勢や青少年有害情報フィルタリングサービス

の利用促進等を啓発する教室を行います。 

○主に中高生を対象とするターゲティング広告等を活用し、ＳＮＳに起因する性犯

罪等の危険性、被害の実態を周知し、被害防止対策を行います。 

○児童生徒及び保護者を対象として、ＳＮＳ等を通じた犯罪実行者募集情報（いわ

ゆる「闇バイト」）による犯罪への加担や性被害等を防止する啓発資料を作成し、

教育委員会等と連携し、県内の学校（小学校・中学校・高等学校）に対し周知し
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ます。また、少年矯正施設等において、管轄署と連携し、犯罪実行者募集情報へ

の加担防止に注力した特別非行防止教室を実施します。 

【以上、警察本部】 

（２） 

性犯罪・性暴力

対策 

○「三重県性暴力の根絶をめざす条例」に定める施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、条例に基づく推進計画について策定をめざし引き続き検討を進めます。 

○性暴力により心身や尊厳に侵害を受けた被害者やその家族に対して必要な支援を

早期に途切れなく行うため、「よりこ」を通じ、関係機関との連携の下、ＳＮＳ相

談や警察、病院への付添支援をはじめとした被害者等に寄り添った相談・支援を

行うとともに、支援体制の充実に取り組みます。 

○県民が性暴力被害者等支援や性暴力根絶の必要性について理解を深めるため、県

民に向けた出前講座や子どもの性被害防止、早期発見及び早期対応に資するハン

ドブックの改訂等に取り組みます。また、「性暴力の根絶をめざす月間」（11 月）

を中心に、関係機関と連携して条例の周知・啓発等をはじめ、被害者等への支援

及び被害防止に対する県民の理解促進や、性暴力の根絶に向けた気運醸成を図り

ます。 

【以上、環境生活部】 

 

〇教職員による児童生徒性暴力等について一層相談しやすい体制をつくるため、「教

職員による児童生徒への性暴力に関する電話相談」窓口に加え、令和８年４月か

ら、中高生を対象としたＳＮＳを活用した相談窓口を整備します。 

〇引き続き、「わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート調査」

を、県立高等学校、特別支援学校高等部・中学部及び公立中学校・義務教育学校

後期課程の生徒を対象に実施します。併せて令和７年度に試行実施した調査結果

をふまえ、対象者に公立小学校及び特別支援学校小学部の５・６年生を含めて調

査する予定です。 

〇次代を担う子どもたちが加害者にも被害者にも傍観者にもならないよう、公立学

校における教育・啓発を一層充実させます。 

〇多様化する性被害のリスクから児童生徒を守り抜くため、研修等を通じて教職員

一人ひとりの高い意識と組織的な対応力を向上させます。 

【以上、教育委員会】 

 

〇恋愛感情に付け込んだ事案や、親族関係、雇用関係、師弟関係、組織的犯罪等を

背景とした加害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯等について、その早

期発見と被疑者の迅速な検挙に努め、被害に遭った子どもの保護を図るとともに、

子どもの性的搾取等事犯の取締りの強化を図ります。 

〇性犯罪被害者の精神的被害の回復、軽減に資する適切な対応を行うため、臨床心

士資格を有する職員により、少年育成支援官等の専門的な知識・技能の向上を図る

研修を行います。 

○犯罪の被害者又は目撃者等の参考人となった子どもへの事情聴取にあたっては、

供述の信用性を確保しつつ精神的な負担軽減を図るため、警察、検察庁、児童相談

所が連携し、代表者一人が子どもと面接し、被害状況を聴き取る司法面接の取組を

推進します。 
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○司法面接を行う警察官の技能向上を図るため、専門的知識を有する大学教授等を

招聘した研修会を開催するなど、被害者等となった子どもの負担がより一層軽減さ

れる取組を推進します。 

【以上、警察本部】 

（３） 

通学路等の安全

確保 

〇青少年の被害・非行防止及び育成支援の意識高揚のため、「青少年被害・非行防止

夏季強調月間（７～８月）」及び「三重県秋のこどもまんなか月間（子供・若者育

成支援推進）(11月)」において、各種啓発活動を実施します。 

〇青少年を取り巻く有害環境の浄化のため、図書類や携帯電話の取扱事業者、深夜

営業のカラオケボックスや漫画喫茶等に対し、青少年健全育成条例に基づく立入

調査を実施し、健全育成への協力を依頼します。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇各県営都市公園において、引き続き遊具の定期点検や老朽化した公園施設の更新

等に取り組みます。 

〇再整備を行う県営大仏山公園において、便所を見通しのよい多目的広場の横に配

置します。 

【以上、県土整備部】 

 

〇子どもたちが主体的に判断し、行動するための安全教育を推進するとともに、各

校での取組を充実させるため、教職員の学校安全に対する知識や意識を高める講

習会等を引き続き進めます。 

〇子どもたちの登下校中の安全確保に向け、見守り活動の中心となるスクールガー

ド・リーダーの育成及びスクールガードの養成を進めます。 

【以上、教育委員会】 

 

○子どもが被害者となる犯罪を未然に防止し、子どもが安心して登下校をすること

ができるよう、引き続き、要望に応じた防犯教室を通じて子どもたちの防犯意識の

向上を図るとともに、警戒・パトロールの実施、子ども安全・安心の店の拡充して

いくほか、防犯ボランティア団体、事業者等の多様な担い手と連携した子どもの見

守り活動や通学路等における危険箇所の点検を行うなど、学校や通学路における子

どもの安全確保に係る各種取組を推進します。また、退職した警察官等をスクール

サポーターとして学校に派遣し、子どもの安全確保等に関する助言を行います。 

○県内では、令和７年中の自転車の交通事故死傷者数の約４割を、高校生を含む子

どもが占めていることから、特に、中学生・高校生に対し自転車の安全教育の充実

が求められています。また、令和８年４月から 16 歳以上の自転車利用者に対する

交通反則通告制度が導入されたことをふまえ、各学校等と連携し、ＶＲ等の教育機

材を活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、引き続き、

自転車の安全利用を促す短時間動画をＳＮＳ広告等で配信し、広く交通安全意識の

醸成を図ります。 

〇子どもは、自動車教習や運転免許の更新時講習等で交通ルールを学ぶ機会のある

大人に比べ、その機会が少ないことから、引き続き、あらゆる機会を通じて交通安

全教育を実施します。 

【以上、警察本部】 
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（４） 

防災対策 

〇子どもを含む県民の皆さんの防災意識の醸成や災害への備えを促すため、地震体

験車の派遣や大型商業施設における防災イベントの実施等による啓発活動に取り

組みます。また、次代を担う子ども・若者世代の防災意識を向上させるため、防

災関係機関等と連携して、三重県誕生 150 周年記念事業として三重県防災フェス

を実施します。 

【防災対策部】 

 

〇家庭や地域と連携した防災に取り組む学校数が増えるよう支援していきます。 

〇子どもたちがいつでも効果的に、災害発生時に適切な判断・行動ができる知識を

身につけることができるよう、学校防災アドバイザーを派遣し、防災ノートを活

用した防災学習を推進します。 

【以上、教育委員会】 
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【重点的な取組３】 子どもの権利に対する理解の向上 

（５年後のめざす姿） 

子ども条例及び子どもの権利に関し、保護者、学校等関係者及び県民並びに子ども自身が

学ぶ機会が充実し、子どもが権利の主体であることの理解が広がっています。 

 

主な取組内容 １  子どもの権利に関する啓発【子ども・福祉部】 

２  子どもの権利に関する学習【教育委員会】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｃ 判断 

理由 

「｢子どもの人権に係る問題｣に関する学習を

行った学校の割合｣については､おおむね目標

を達成しましたが､｢子ども条例の内容につい

て知っている子どもの割合｣｢子ども条例の内

容について知っている県民の割合｣について

は､目標の達成が不十分及び目標の達成度が低

いことから､左のとおり判断しました｡ 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

子どもの権利に

関する啓発 

〇改正した子ども条例及び子どもの権利について、大人も子どもも分かりやすく学

べるパンフレット(対象年齢別４種類)を多言語で作成(作成過程に子どもが参画

し､その意見を反映)し､県内全ての小学校･中学校･高等学校(特別支援学校を含

む)等に配布しました｡ 

〇子どもの育ちを支える大人を対象に､子ども条例や子どもの権利､子どもとの関わ

り方を学ぶための学習会(26回)を県内各地で開催しました｡ 

〇大型商業施設等において､子どもと大人が楽しみながら子ども条例や子どもの権

利について学ぶイベント（５回）を開催しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（２） 

子どもの権利に

関する学習 

〇令和７年発行の｢人権教育ガイドライン｣に基づき､管理職や人権教育推進担当者

を対象とする研修会で､子どもの権利を尊重することの大切さを周知しました｡ 

○子どもの権利に係るオンデマンド研修動画として、生徒指導・教育相談分野（５

講座）及び特別支援教育分野（２講座）の講座を配信しました。 

〇子どもの人権に関する学習について､研究校において県教育委員会が発行してい

る人権学習指導資料等を活用した実践研究を進め､取組を公開しました｡また､研

究内容の普及を図るため､｢報告集｣を作成し､各学校や市町教育委員会等に配付し

ました｡ 

〇令和７年度に作成した｢個別的な人権問題に関する学習促進資料Ⅱ｣に教科等さま

ざまな教育活動の中で子どもの人権について学ぶための資料を掲載し､各学校や

市町教育委員会に配付しました｡ 

【以上、教育委員会】 
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重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

子ども条例の内容について知っている県民の割合 

4 .4 % 
14.0 % 

0 .27 
23.0 % 32.0 % 41.0 % 50.0 % 

ｄ 
3 .8 %     

子ども条例の内容について知っている子どもの割合 

6 .3 % 
14.0 % 

0 .81 
23.0 % 32.0 % 41.0 % 50.0 % 

ｃ 
11.4 %     

｢子どもの人権に係る問題｣に関する学習を行った学校の割合 

小学校

98.5 % 

(R5 年度) 

99.3 % 

1 .00 

100% 100% 100% 100% 

ｂ 

99.4 % 
    

中学校

93.9 % 

(R5 年度) 

96.0 % 

0 .99 

98.0 % 100% 100% 100% 

94.6 % 
    

県立学校

83.5 % 

(R5 年度) 

87.6 % 

1 .00 

91.7 % 95.8 % 100% 100% 

89.5 % 
    

 

 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標 現状値 最新値 

｢子どもの権利条約｣や｢子ども条

例｣等､子どもの人権について理解

している教職員の割合 

Ｒ７年度から 

調査 

98.6 % 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

子どもの権利に

関する啓発 

〇子ども条例の認知度向上にむけて、引き続きパンフレットを活用した出前講座を

継続するとともに、みえ次世代育成応援ネットワークや子どもの居場所といった、

子どもの育ちを支える大人を中心に周知啓発を強化します。 

〇子ども条例や子どもの権利について、楽しみながら学べる学習コンテンツを含ん

だ県の子どもに関わる情報を一元化したポータルサイトを整備します。 

【以上､子ども・福祉部】 

（２） 

子どもの権利に

関する学習 

〇各学校において、令和７年度に配付・周知した「人権教育ガイドライン」に基づ

く取組が進められるよう、引き続き研究校における実践研究を行い、研究内容を

各学校に普及させていきます。 

〇教科等さまざまな教育活動の中で、子どもの人権に関する学習が行われるよう、

令和７年度に作成した「個別的な人権問題に関する学習促進資料Ⅱ」の周知を図

るとともに、教職員向けの講座等で人権学習指導資料を活用した学習の進め方等

を発信します。 

【以上､教育委員会】 
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【重点的な取組４】 多様な学びの支援と居場所・体験機会の充実 

（５年後のめざす姿） 

子どもが自分らしく健やかに育つことができるよう、子どもが安心して過ごすことができ

る居場所や多様な学び、遊び、体験機会が増えています。 

 

主な取組内容 １ 多様な学び、遊び・体験機会づくり 

【子ども・福祉部】【環境生活部】【農林水産部】【教育委員会】 

２ 子どもが安心して過ごすことができる多様な居場所づくり【子ども・福祉部】 

３ 不登校の子どもへの支援【教育委員会】【環境生活部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ａ 判断 

理由 

「子どもが主体的に参画するイベントの数」、

「子ども食堂、子ども向け体験活動、学習支援

教室など、学校や家庭以外で子どもが気軽に集

える「子どもの居場所」の数」については、目

標を達成し、「不登校を含む長期欠席者が 40

人を超える小中学校における「校内教育支援セ

ンター 」の設置割合」については、目標をお

おむね達成したことから、左のとおり判断しま

した。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

多様な学び、遊

び・体験機会づ

くり 

〇みえこどもの城において、子どもの健康増進、情操の涵養等、子どもの育ちを支

えるため、遊びや体験、交流の場を提供しました。 

・プラネタリウム投影や全天周映画上映、天文イベント（29回） 

・芸術・科学分野の工作提供（60回） 

・遊具コーナー、クライミングウォールの運営（１日平均６回）及びイベント（５

回） 

・イベントホールでの体験型イベント（４企画） 

・舞台スペースでの遊び・体験イベント（45回） 

・多目的スペースでの食育イベント（10回） 

・屋外スペースにて、自然体験等のイベント（３回） 

開館日数：265日（年間） 工事休館（28日） 

開館時間：９時 30分～17時（冬期 ９時 30分～16時 30 分） 

〇みえこどもの城において、乳幼児とその親を対象とした乳幼児の育ちの質を確保

する取組を実施しました。 

・音楽会、ふれあい遊び、アート体験等（24回） 

・助産師等の専門家による相談会（６回） 
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〇みえこどもの城において、子ども・若者主体の企画運営による遊び・体験・科学・

工業分野のイベントを実施しました。 

・キッズスタッフによるイベント（２回） 

・中高生・大学生によるイベント（２回） 

〇みえこどもの城において、地域の方々（企業・団体・学校・青少年育成市町民会・

ボランティア等）と協働し、地域協働大型イベント（６回、67企業・団体参加） 

を実施しました。 

〇地理的な問題等でみえこどもの城に来館が困難な子どものため、みえこどもの城

「移動児童館」等において、県内の全域の子どもを対象に、県内児童館や放課後

児童クラブ等に工作やカプラ等の遊びを届ける事業（99回）を実施しました。 

〇地域の子どもたちに学びや体験の機会を提供するため、「みえ次世代育成応援ネッ

トワーク」の会員企業等において、「オシゴトチャレンジ ミエキッズ（子どもの

会社見学）」（38回）を実施しました。 

〇子どもや子育て家庭を支援するため、市町が地域の実情に合わせて工夫を凝らし

て実施する独自事業に対する補助制度「みえ子ども・子育て応援総合補助金」に

おいて、通園に係る保護者の負担軽減や、子どもの居場所づくり等の事業（84 事

業）を採択しました。また、好事例の横展開を目的として、市町担当者を対象と

した事例発表会を実施しました。 

〇自然保育に関するガイドライン策定に向け、自然保育を先進的に進める園への視

察（４園）を行いました。 

〇発達段階や年齢に応じたプレコンセプションケア啓発用パンフレットを小学校・

中学校・高等学校や大学、企業等に配布し、授業や出前講座、ライフプラン教育、

イベント等で活用しました。 

〇医療・教育・保健・行政関係者、思春期相談に携わる方々を対象とした、思春期

保健指導セミナーを開催しました。（Ｒ７年度テーマ：「今、思春期世代にとって

何が問題？」） 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇子どもたちに本物の文化に触れる機会を提供するため、アーティストや専門機関

と協働して、小学校や特別支援学校（65 校）において優れた文化を体験できる事

業を実施しました。 

【環境生活部】 

 

〇子ども・学生グループによる農山漁村地域でのふるさと体験活動に係る受入体制

の強化に向け、人材育成のための安全管理講習会（１回）、グリーン・ツーリズム

インストラクター育成スクール（１回）や農林漁業体験民宿の開業支援のための

セミナー（１回）を実施しました。 

【農林水産部】 

 

〇地域全体で子どもたちの成長を支える社会の実現をめざし、各市町が実施するコ

ミュニティ・スクールの導入や充実に向けた取組、地域学校協働活動を支援しま

した。 

【教育委員会】 
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（２） 

子どもが安心し

て過ごすことが

できる多様な居

場所づくり 

〇不登校児童生徒等の居場所づくり支援として、「三重県フリースクール等民間施設

運営支援補助金」を新たに創設し、県内フリースクール等運営団体に対して運営

補助（19団体）を行いました。 

〇中高生世代の居場所づくりに先駆的に取り組む実践者を講師として招き、子ども

の居場所運営者、市町、社会福祉協議会等を対象として、中高生世代の居場所づ

くりの必要性についてのセミナーを開催しました。 

〇子ども食堂等の身近な地域にある子どもの居場所が持続可能な取組となるよう、

アドバイザー派遣や勉強会の開催等人材育成支援を行うとともに、子ども向け学

習支援を行う団体や、スポーツや文化、芸術等の子ども向け体験活動を行う団体

を対象に、必要経費の一部を助成しました。 

〇子どもの居場所の抱える課題や個々の“ニーズ”と、地域で子どもの居場所の活

動を支援したいと考える企業等の“シーズ”を見える化し、双方をマッチング・

コーディネートすることで、子どもの居場所の抱える課題の解決やニーズを満た

し、子どもの居場所の運営を支援しました。 

〇放課後児童クラブへの運営費補助（29 市町）及び放課後児童クラブを利用するひ

とり親家庭に対する利用料の補助（27市町）、放課後児童支援員等の確保に向けた

研修の実施等に取り組みました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（３） 

不登校の子ども

への支援 

〇令和６年度から引き続き、フリースクール等を利用する私立学校の児童生徒等の

うち、経済的事情がある世帯に対し、利用料を支援する補助制度を設けています。 

【環境生活部】 

 

〇学校へ行くことはできるが教室に入れないなどの兆候がみられる児童生徒や、不

登校から学校復帰する段階にある児童生徒が、学校内で安心して学習したり、相

談支援を受けることができるよう、校内教育支援センターの一層の設置促進に向

けて支援に取り組みました。 

〇学校へのスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置時間を拡充

し、子どもへの相談支援体制の強化を進めるとともに、適切な支援につなげるた

めに保護者を対象とした相談会を開催しました。 

○全ての教育支援センターにスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカー

を配置して地域の福祉や医療と連携した取組を継続するとともに、不登校支援ア

ドバイザーによる助言を行いました。 

○子どもの自己肯定感やレジリエンスを育むため、自己理解を深め、他者との関わ

りを深化させる発展的・応用的なプログラムの作成に取り組みました。 

○スクリーニングの意義やスクールソーシャルワーカーとの連携方法等をまとめた

活用ガイドブックを作成・周知し、潜在的に支援が必要な子どもを早期に把握し、

適切な支援につなげました。 

〇令和７年４月に学びの多様化学校の機能をもつ県立みえ四葉ヶ咲中学校を開校

し、社会的自立をめざす不登校児童生徒を支援しました。また、学校の設置及び

運営に関する知見をもとに学びの多様化学校設置の手引きを作成し、各市町に周

知しました。 

〇フリースクール等を利用する経済的事情がある世帯に対し、利用料の補助を行い

ました。 

【以上、教育委員会】 
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重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

子どもが主体的に参画するイベントの数 

４回 

（R5年度) 

６回 
1.00 

14回 14 回 14回 14回 
ａ 

13回     

子ども食堂、子ども向け体験活動、学習支援教室など、学校や家庭以外で子どもが気軽に集える「子

どもの居場所」の数 

181 か所 

（R5年度) 

295か所 
1.00 

350 か所 350 か所 350か所 350 か所 
ａ 

298か所     

不登校を含む長期欠席者が 40人を超える小中学校における「校内教育支援センター 」の設置割合 

62.1% 

（R5年度） 

87.8% 
0.99 

95.7% 100% 100% 100% 
ｂ 

86.5%     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

思春期教室・相談事業を実施して

いる市町数 

19 市町 

（Ｒ６年度） 

20市町 

（Ｒ７年度） 

不登校児童生徒が、学校内外の機

関等に相談をした割合 

小学生 

63.5％ 

（Ｒ５年度） 

小学校 

60.1％ 

（Ｒ６年度） 

中学生 

60.4％ 

（Ｒ５年度） 

中学校 

60.1％ 

（Ｒ６年度） 

高校生 

49.2％ 

（Ｒ５年度） 

高校生 

46.5% 

（Ｒ６年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

多様な学び、遊

び・体験機会づ

くり 

〇引き続き、みえ子どもの城において、子どもの健康増進、情操の涵養等子どもの

育ちを支えるため、遊びや体験、交流の場の提供、乳幼児とその親を対象とした

乳幼児の育ちの質を確保する取組、子ども・若者主体の企画運営による遊び・体

験・科学・工業分野のイベントの実施、地域の方々（企業・団体・学校・青少年

育成市町民会・ボランティア等）と協働し、地域協働大型イベントの実施等に取

り組みます。 

〇みえこどもの城において、三重県誕生 150 周年記念事業として、文化体験イベン

ト等を子どもたちが参画して開催します。 
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〇「みえ次世代育成応援ネットワーク」の会員企業等と連携しながら、「オシゴトチ

ャレンジ ミエキッズ（子どもの会社見学）」を行い、引き続き子どもたちの多様

な学び、体験機会の提供に取り組んでいく必要があります。そのため、より多く

の企業等と見学先団体とのマッチングができるよう、制度の周知を図るとともに、

会社見学を受け入れる企業側にとってもメリットを享受できる仕組みを整備しま

す。 

〇「みえ子ども・子育て応援総合補助金」について、市町が地域の実情等に合わせ

て工夫を凝らして実施する、子ども・子育て支援事業に対し補助金を交付します。

補助金は２つの枠を設けて、子どもの育ちや子育て環境の充実につながる取組と、

保育士確保をはじめとする仕事と子育ての両立に向けた取組を支援します。また、

これまでの総合補助金の実績をふまえ、先駆的で効果が高いと認められる「働く

子育て世帯を支える子どもの居場所づくり」について補助金を交付します。 

○引き続きみえ自然保育協議会の構成員や市町、関係団体等と連携して、ガイドラ

イン策定を進めていきます。 

〇引き続き、発達段階に応じた包括的性教育につなげる取組を進めるとともに、「性

別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、将来の健康を

考えて健康管理を行う」概念であるプレコンセプションケアの取組を強化します。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇引き続き、子どもたちに本物の文化に触れる機会を提供するため、アーティスト

や専門機関等と協働して、各県立文化施設等において優れた文化を体験できる事業

を実施します。 

〇三重県誕生 150 周年と「三重県環境学習センター」のリニューアルをふまえ、将

来を担う子どもたちに、楽しみながら環境について学べる啓発イベントを開催しま

す。 

【以上、環境生活部】 

 

〇農山漁村地域でのふるさと体験活動を進めるため、人材育成や農山漁村体験民宿

の開業支援を、引き続き行います。 

【農林水産部】 

 

〇学校・家庭・地域が一体となった教育をより一層推進するため、引き続き、市町

が行うコミュニティ・スクールの導入や充実、地域学校協働活動に対して支援を

行うとともに、地域とともにある学校づくりサポーターの派遣や、市町等を対象

にした推進協議会等の開催に取り組みます。 

【教育委員会】 
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＜子どもからの提案＞ 

三重県の文化施設や史跡、文化体験について、ＨＰやＳＮＳ等を活用して、子 

どもに分かりやすく、興味を持てる情報を発信してほしい。 

＜提案に対する県の対応＞ 

新しく構築する「子ども向け情報ポータルサイト」を活用して、文化に関 

するイベント情報も子どもに分かりやすく発信する予定です。 

   また、イベント情報を発信する際は、子どもが興味を持てるよう、過去の 

イベントの様子を写真で分かりやすく紹介するなど、子どもが「行ってみ 

たい！」と思えるような工夫を行います。 

 

（２） 

子どもが安心し

て過ごすことが

できる多様な居

場所づくり 

〇令和７年度から創設した「三重県フリースクール等民間施設運営支援補助金」に

ついて、フリースクール等の安定的・持続的な運営及び活動につなげていく必要

があります。引き続き、現場で活動しているフリースクール等の運営団体の声を

聞きながら、より活用しやすいよう継続的に見直しを実施します。 

〇子どもの居場所の抱える課題や個々の“ニーズ”と、地域で子どもの居場所の活

動を支援したいと考える企業等の“シーズ”を見える化し、双方をマッチング・

コーディネートすることで、子どもの居場所の抱える課題の解決やニーズを満た

し、子どもの居場所の運営を支援します。 

〇子どもの居場所が直面する人材に関する課題を解決するため、応援アドバイザー

の派遣やインターンシップの受入、勉強会の開催等を実施し、「子どもの居場所」

の担い手の育成やネットワークの強化を引き続き図ります。 

〇令和７年度まで実施してきた「子ども食堂等支援事業補助金」、「学習支援・体験

活動等支援事業補助金」、「子ども朝ごはん食堂等支援事業補助金」の３補助金を

統合し、上限額の拡充や加算制度の導入、食材費の補助対象化等、新たに「「多様

な子どもの居場所」創出・運営支援事業補助金」とすることで、「子どもの居場所」

のより多様なニーズに対応します。 

〇子どもの居場所運営者等を対象に中高生世代とのコミュニケーションやＳＯＳサ

インを学ぶ研修会を実施し、中高生世代に寄り添える人材育成を進めるとともに、

モデル事業としてキッチンカー等を活用したアウトリーチ型の移動式居場所づく

りに取り組み、今後の支援に活用します。 

〇引き続き、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもの居場所づくりのため、

放課後児童クラブの運営費及び放課後児童クラブを利用するひとり親家庭に対す

る利用料の補助、放課後児童支援員等の確保に向けた研修等に取り組みます。 

【以上、子ども・福祉部】 

（３） 

不登校の子ども

への支援 

〇不登校の子どもたちを学びにつなげるため、引き続き、フリースクール等を利用

する私立学校の児童生徒等のうち、経済的事情がある世帯に利用料の一部を補助

します。 

【環境生活部】 

 

令和７年度みえっこ会議で届けられた声（テーマ：文化継承でより良くつなが

りのある地域に） 
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○子どもへの相談支援体制を強化するため、不登校児童生徒支援の中核となる県内

全ての教育支援センターにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を配置するとともに、学校内外の専門機関につなげる取組を進めます。また、保

護者を対象とした相談会を引き続き開催します。 

○不登校児童生徒が個々の状況に応じて学びが継続できるよう、校内教育支援セン

ターの一層の設置促進に取り組みます。 

○学校生活や友人関係等でつまずいたり、思うようにいかなかったりする状況に直

面した場合、しなやかに受けとめ、乗り越えていけるよう、引き続きソーシャル

スキルトレーニングの手法を取り入れたレジリエンス教育に取り組みます。 

〇県立みえ四葉ヶ咲中学校の生徒が、個々の状況に応じて生き生きと学習できるよ

う、円滑な学校運営に取り組みます。また、取組の成果を各市町に情報発信する

とともに、学びの多様化学校の設置を希望する市町の支援に取り組みます。 

〇フリースクールで学ぶ子どもへの支援に引き続き取り組みます。 

【以上、教育委員会】 
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【重点的な取組５】 貧困など困難な環境にある子ども・家庭への支援 

（５年後のめざす姿） 

貧困など困難な環境にある子どもやその家庭に対し、学習支援や生活支援、保護者に対す

る就労支援などの取組が進んでいます。 

 

主な取組内容 １ 貧困など困難な環境にある子ども・家庭への支援 

【教育委員会】【環境生活部】【子ども・福祉部】【雇用経済部】 

２ ヤングケアラーへの支援【子ども・福祉部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ａ 判断 

理由 

「ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子ど

もが利用できる学習支援事業に登録する人数」

及び「三重県母子・父子福祉センター求人票件

数」については、目標を達成し、「養育費を受

給している割合」については、目標をおおむね

達成したことから、左のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

貧困など困難な

環境にある子ど

も・家庭への支

援 

〇ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもの学習機会を確保するため、学習支

援事業を実施する市町（８市町）への補助を行いました。また、県所管地域（多

気町を除く郡部）における生活困窮家庭に対して、家庭や児童生徒の状況に応じ

た学習支援等に取り組みました。 

〇貧困家庭やひとり親家庭の子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、社

会との交流の機会の提供、その他の貧困家庭やひとり親家庭にある子どもの生活

に関する支援を行いました。ひとり親家庭の「時間の貧困」を解消するため、市

町が行う日常生活支援事業に対して補助を行いました。 

〇ひとり親世帯である母子家庭において、養育費に関する相談支援や取り決めの促

進等について、周知を行いました。また、児童扶養手当を支給することにより、

ひとり親家庭の児童に対して経済的支援を行いました。 

〇ひとり親家庭等の保護者への就労の支援を行うとともに、資格取得のための支援

を行いました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、授業料減免を行った学校法人

等(31 法人)に対する助成や就学支援金(10,646 名)、臨時支援金（4,353 名）及び

奨学給付金(1,141 名)の支給等により､保護者等の経済的負担の軽減を図りまし

た。 

【環境生活部】 
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〇スクールカウンセラーを全ての小中学校や県立学校、教育支援センターに配置す

るとともに、教育相談員を一定規模の中学校と希望する県立学校に配置しました。

また、スクールソーシャルワーカーを全ての市町と教育支援センターに配置する

とともに、拠点となる県立学校に配置し、教育相談体制の充実を図りました。 

〇公立高校教育に係る経済的負担の軽減を図るため、就学支援金や奨学給付金の支

給、修学奨学金の貸与を行いました。就学支援金については所得制限により不支

給認定となった生徒等に対して臨時支援金の支給を行うとともに、奨学給付金に

ついては非課税世帯の第１子の給付額を第２子以降の給付額と同額に増額し、低

所得世帯への一層の負担軽減に取り組みました。また、高等学校等専攻科の生徒

に対しては、修学支援金及び奨学給付金の支援対象の拡充を行いました。 

【以上、教育委員会】 

（２） 

ヤングケアラー

への支援 

〇ヤングケアラー支援の強化に向けて、学校・医療・福祉等の関係者に対し、研修

（５回）を実施したほか、ヤングケアラー・コーディネーターによる、関係機関

からの情報集約や相談に対する支援・助言を行うほか、ヤングケアラー支援につ

いて理解を深めるため出前講座等(12 回)を行いました。また、県作成の子ども向

けリーフレットを県内の小学校５年生を対象に配布しました。 

〇学校や市町等の関係機関との連携及び情報共有が促進されることを目的としたア

セスメントシートを作成し、市町に活用を促すことで、ヤングケアラーに適切な

支援が早期に届く体制の整備を進めました。 

〇子ども･若者育成支援推進法の改正をふまえて､高校生世代から 30歳未満のヤング

ケアラーの状況を把握するためにアンケート調査を実施し(1,500 名回答)､支援体

制の構築に向けた検討を進めました｡ 

【以上、子ども・福祉部】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもが利用できる学習支援事業に登録する人数 

261人 

(R5年度) 

320人 
1.00 

390人 460人 530人 600人 
ａ 

425人     

三重県母子･父子福祉センター(母子家庭等就業･自立支援センター)求人票件数 

150件 

(R5年度) 

170件 
1.00 

190件 210件 230件 250件 
ａ 

410件      

養育費を受給している割合（福祉行政報告例） 

25.4% 

(R5年度) 

28% 
0.97 

31% 34% 37% 40% 
ｂ 

27.4％     
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モニタリング指標 現状値 最新値 

ひとり親家庭等日常生活支援事

業、子育て世帯訪問支援事業、ひ

とり親家庭に対するファミリー・

サポート・センター事業利用料の

助成のいずれかを実施する市町数 

19市町 

（Ｒ５年度） 

17市町 

（Ｒ６年度） 

子どもの貧困の解消に向けた対策

についての計画を策定している市

町数 

15市町 

（Ｒ５年度） 

25市町 

（Ｒ６年度） 

子どもに対してヤングケアラーの

実態調査を実施したことがある市

町数 

９市町 

（Ｒ５年度） 

11市町 

（Ｒ６年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

貧困など困難な

環境にある子ど

も・家庭への支

援 

〇ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもの学習機会を確保し、健全な育成を

図ることによって「貧困の連鎖」を解消するため、学習支援事業を実施する市町

への補助を行うとともに、県所管地域（多気町を除く郡部）における生活困窮家

庭の子どもに対する学習支援等に取り組みます。 

〇ひとり親家庭等の自立に向けては、親の経済的安定が必要であることから、引き

続き、母子父子寡婦福祉資金について、家計急変者にも対応しながら貸付を行う

ともに、専門家による相談支援や就業の支援を行います。 

〇物価高の影響が長期化する中、とりわけ家計に大きな影響を受ける低所得のひと

り親家庭に対し、緊急的な生活支援として、子ども１人あたり２万円相当のデジ

タル商品券を交付します。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが私立学校で安心して学べるよう、保護

者等の経済的負担の軽減を図ることが必要です。そのため、授業料減免を行った

学校法人等に対して助成するとともに、いわゆる高校無償化に対する就学支援金

及び奨学給付金の拡充を図ります。 

【環境生活部】 

 

〇学校が貧困状態にある子どもを早期に発見し、貧困問題の解決に向けて、教員と

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが連携して効果的な支援に

つなげる体制づくりを一層進めます。 

〇公立高校教育に係る経済的負担の軽減を図るため、引き続き就学支援金や奨学給

付金の支給、修学奨学金の貸与を行い、教育に係る経済的負担を軽減します。 

【以上、教育委員会】 
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（２） 

ヤングケアラー

への支援 

〇ヤングケアラーへの支援を進めていくためには、周囲の大人や子ども自身が理解

を深めて、家庭において子どもが担っている家事や家族のケアの負担に気づき、

必要な支援につなげることが重要であるため、引き続き、出前講座やリーフレッ

トを活用した周知啓発を行います。 

〇ヤングケアラーについては、本人や保護者等の複雑な心情等にも配慮しながら支

援を行う必要があることから、関係機関職員を対象に「支援ハンドブック」を活

用した研修を実施します。また、ヤングケアラーがいる家庭の家事・育児等の支

援を実施する市町への補助を行います。 

〇ヤングケアラーへの支援は、福祉・介護・障がい・教育等のさまざまな機関が連

携して行う必要があることから、コーディネーターによる関係機関同士のつなぎ

を行うとともに、学校と市町等が共に使用することで、発見から支援へのつなぎ

を円滑にするためのアセスメントシートの活用を促すことで、関係機関との連携

を強化します。 

〇相談しやすい体制整備が支援にあたっての課題となっていることから、ＬＩＮＥ

相談窓口を設置（「親子のための相談ＬＩＮＥ」で受付）するほか、当事者や支援

者のための交流会を開催することで、支援の拡充を図ります。 

【以上、子ども・福祉部】 
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【重点的な取組６】 社会的養育の推進 

（５年後のめざす姿） 

全ての子どもが、家庭あるいは良好な家庭的環境でできる限り養育されるよう、子ども家

庭支援の充実や里親委託の促進、施設の多機能化などの取組が進むとともに、自立に向け

た支援が充実しています。 

 

主な取組内容 １ 社会的養育の推進【子ども・福祉部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｂ 判断 

理由 

「施設退所後または里親委託解除後３年後の

就労の状況と進学の状況」については、目標を

おおむね達成したことから、左のとおり判断し

ました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

社会的養育の推

進 

〇里親支援センター２か所とフォスタリング機関（里親養育包括支援機関）２か所

を設置し、里親制度の普及・啓発や里親登録者の拡大、里親の養育技術の向上に

取り組みました。また、ファミリーホームにおける職員体制整備に係る補助金を

交付して機能の充実を図りました。 

〇施設における要保護児童への家庭的ケアの充実に向けて、児童養護施設等の小規

模グループケア化を推進するとともに、地域の実情に即した多機能化に取り組み

ました。 

〇社会的養護経験者の円滑な自立に向けて、施設等入所中から退所後まで一貫した

相談支援体制の充実等、関係機関と連携し、社会的養護経験者への切れ目のない

支援に取り組みました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

施設退所後または里親委託解除後３年後の就労の状況と進学の状況 

74％ 

(R5年度) 

80% 
0.94 

85% 90% 95% 100% 
ｂ 

75%     
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モニタリング指標 現状値 最新値 

要保護児童対策地域協議会の把握

する要保護児童数と要支援児童数

の合計 

6,083人 

（Ｒ５年度） 

4,863人 

（Ｒ６年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

社会的養育の推

進 

〇家庭養育優先の原則を推進するとともに、子どもが選択できるようさまざまな選

択肢の提示が求められていることをふまえ、引き続き、里親支援センターの移行

支援を進め、フォスタリング機関や里親支援センターと連携して、里親制度の普

及・啓発や里親登録者の拡大、里親の養育技術の向上に取り組みます。また、フ

ァミリーホームにおける職員体制整備に係る補助金を交付して機能の充実を図り

ます。 

〇施設における要保護児童への家庭的ケアの充実に向けて、引き続き、児童養護施

設等の小規模グループケアを推進するとともに、地域の実情に即した多機能化を

促進します。 

〇社会的養護経験者は自立にあたって困難を抱える場合が多く、丁寧なサポートが

必要であるため、新たに孤立防止に向けた自立支援拠点を整備し、相互交流の場

の提供や相談支援を行うとともに、引き続き、関係機関と連携し入所中から退所

後まで切れ目のない支援に取り組みます。 

【以上、子ども・福祉部】 
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【重点的な取組７】 特別な支援や配慮が必要な子どもへの支援 

（５年後のめざす姿） 

特別な支援や配慮が必要な子どもへの一人ひとりの特性に応じた適切な支援や指導が充実

しています。 

 

主な取組内容 １ 発達支援【子ども・福祉部】 

２ 医療的ケア児への支援【子ども・福祉部】【教育委員会】【医療保健部】 

３ 特別支援教育の推進【教育委員会】 

４ 外国につながる子どもへの支援【教育委員会】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ａ 判断 

理由 

「医療的ケア児・者コーディネーターの配置市

町数」、「特別支援学校における交流及び共同学

習の実施回数」については、目標を達成し、「地

域の医療機関に対して行う発達障がいに関す

る連続講座の受講者数（累計）」については、

目標をおおむね達成したことから、左のとおり

判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

発達支援 

〇途切れのない発達支援体制の構築に向けて、三重県立子ども心身発達医療センタ

ーにおいて、市町との連携強化や専門人材の育成に取り組むとともに、早期発見・

支援につなげるため、地域の小児科医等を対象とした連続講座を開催するなど、

身近な地域における医療の確保と支援体制の充実を図りました。 

〇保育所等への巡回指導等により、発達障がい児等への早期支援ツールである「Ｃ

ＬＭと個別の指導計画」の導入を進めました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（２） 

医療的ケア児へ

の支援 

〇三重県医療的ケア児・者相談支援センターを中心に、家族等に対する相談支援を

行うとともに、多職種の関係者で構成するスーパーバイズチームを組織し、支援

者に対する支援を行いました。 

〇医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを養成する

研修を開催するなど人材の育成に取り組んだほか、医療的ケア児等の受入れに必

要となる医療機器等の費用の一部助成を行い、障害福祉サービス事業所等におけ

る受入れの促進を図りました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇医療的ケア児を含む小児患者について、成長とともに変化する病態や合併症をふ

まえて適切な医療を提供するため、移行期医療の現状と課題の整理を行ったとと

もに三重大学医学部附属病院に三重県移行期医療学講座を設置しました。 

【医療保健部】 
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〇通学に係る保護者負担のさらなる軽減と医療的ケアが必要な子どもの学習を保障

するため、登校時に看護師等が福祉車両等に同乗する通学支援（27 名利用）を実

施しました。 

〇医療的ケアを必要とする子どもが身体的に安定した状態で教育活動に参加できる

よう、７月に研修会を実施し、教職員の専門性の向上や校内サポート体制の充実

を図りました。 

【以上、教育委員会】 

（３） 

特別支援教育の

推進 

〇幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、必要な支援情報を円滑かつ確実に引き

継げるよう、パーソナルファイルの活用の促進に取り組みました。 

〇障がいの有無に関わらず、児童生徒が共に学ぶことができるよう、交流及び共同

学習を進めるとともに、副次的な籍については、市町による導入が進むよう協議

しました。（新規導入１町、合計 11市町） 

〇特別な支援を必要とする子どもが、小中学校・高等学校の通常の学級で学ぶこと

ができるよう、通級による指導を担当する教員を対象として年間を通じた研修を

実施しました。また、各校・各地域で中心となる教員を育成し、発達障がい支援

の経験の少ない教員等への支援体制を充実させるため、発達障がい支援について

高度な専門性を身につけるための研修を実施しました。 

○通級による指導について、定時制３校（伊勢まなび高等学校、みえ夢学園高等学

校、北星高等学校）、全日制１校（熊野青藍高等学校紀南校舎）に加えて、全日制

課程の白子高等学校においても開始しました。 

〇特別な支援を必要とする生徒に対し、教職員が適切な指導・支援を行えるよう、

高等学校での発達障がい支援員による巡回相談の取組を実施しました。 

○特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現し、高等部卒業後に地域での生活へ円

滑に移行できるよう、計画的・組織的なキャリア教育と職場開拓を進めました。

また、多様な働き方支援員等を配置し、実態に応じ、テレワークや短時間就労等、

多様で柔軟な働き方が可能な職場を新たに 11社開拓するとともに、希望する生徒

を短時間就労につなげました。 

【以上、教育委員会】 

（４） 

外国につながる

子どもへの支援 

〇小中学校における日本語教育の質担保及び充実を図るため、巡回相談員による日

本語指導や適応指導、保護者への支援を実施しました。また、各市町が実施する

初期日本語指導・適応指導等の取組に対しても、必要な支援を行いました。 

○外国人児童生徒支援員を１名派遣し、児童生徒への支援・指導及び保護者への通

訳を行いました。 

〇令和７年４月に開校した県立みえ四葉ヶ咲中学校（夜間中学）の生徒が個々の状

況に応じていきいきと学習に取り組めるよう、円滑な学校運営に取り組みました。

また、引き続き、四日市会場で夜間中学体験教室「まなみえ」を実施しました。 

〇高等学校では、日本語指導が必要な外国人生徒を対象に、外国人生徒支援専門員

等による学習支援を行いました。また、日本の社会制度・文化を学ぶセミナー（３

校）や、教職員が日本語指導について学ぶ研修会(14 校 22 名参加）を開催しまし

た。 

【以上、教育委員会】 
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重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

地域の医療機関に対して行う発達障がいに関する連続講座の受講者数（累計） 

319 人 

(R5 年度) 

511人 
0.97 

607 人 703人 799 人 895 人 
ｂ 

498人     

医療的ケア児・者コーディネーターの配置市町数 

15市町 

（R5 年度） 

22市町 
1.00 

29市町 29市町 29 市町 29市町 
ａ 

24市町     

特別支援学校における交流及び共同学習の実施回数 

846 回 

(R5 年度) 

900回 
1.00 

1,000 回 1,100 回 1,100 回 1,100 回 
ａ 

959回     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

日本語指導が必要な子どもに対し

て、個々の日本語習得レベルに応

じた教育を計画的に行っている学

校の割合 

小学校 

100% 

（Ｒ５年度） 

小学校 

100% 

（Ｒ７年度） 

中学校 

100% 

（Ｒ５年度） 

中学校 

100% 

（Ｒ７年度） 

高等学校 

68.8% 

（Ｒ５年度） 

高等学校 

86.7% 

（Ｒ７年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

発達支援 

〇三重県立子ども心身発達医療センターにおいて、障がいや発達に課題のある子ど

もの専門医療・福祉施設として小児の医療体制・療育体制の充実を図り、身近な

地域での発達障がいへの支援体制を強化するため、引き続き、小児科医等を対象

とした連続講座の開催や市町職員等を対象とした発達障がいの専門人材の育成

等、ネットワークの構築に取り組みます。 

〇途切れのない発達支援体制の構築のため、引き続き、「ＣＬＭと個別の指導計画」

の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を進めます。 

【以上、子ども・福祉部】 

（２） 

医療的ケア児へ

の支援 

〇引き続き、三重県医療的ケア児・者相談支援センターを中心に、関係機関と連携

して、家族等に対する相談支援を行うとともに、支援者に対する支援を行います。 

また、医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターや医

療的ケアを実施できる人材の育成に取り組みます。 
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〇障害福祉サービス事業所等における受入れの促進を図るため、引き続き、医療的

ケア児等の受入れに必要となる医療機器等の費用や喀痰吸引に係る研修費用の一

部助成を行います。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇引き続き移行期医療の現状と課題の整理を行うとともに、移行期医療支援センタ

ーの設置をめざし、移行期医療支援コーディネーターの養成を行います。 

【医療保健部】 

 

〇通学に係る保護者負担のさらなる軽減と医療的ケアが必要な子どもの学習を保障

するため、登校時に看護師等が福祉車両等に同乗する通学支援を週５日に拡充し

ます。 

〇医療的ケアを必要とする子どもが身体的に安定した状態で教育活動に参加できる

よう、研修会を実施し、教職員の専門性の向上や校内サポート体制の充実を図り

ます。 

【以上、教育委員会】 

（３） 

特別支援教育の

推進 

〇障がいの有無に関わらず、児童生徒が共に学ぶことができるよう、交流及び共同

学習を進めるとともに、副次的な籍については、市町と協議し、導入市町のさら

なる拡大を進めます。 

〇幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、必要な支援情報を円滑かつ確実に引き

継ぐことができるよう、引き続きパーソナルファイルの活用の促進に取り組みま

す。 

〇通級による指導を担当する教員を対象として、年間を通じた研修の実施に引き続

き取り組みます。また、発達障がい支援の経験の少ない教員等への支援体制の充

実に向けて、各校・各地域で中心となる教員の育成に引き続き取り組みます。 

○通級による指導について、令和７年度実施校に加えて、松阪工業高等学校の定時

制課程においても通級による指導を開始するとともに、他の高等学校においても、

通級による指導の拡充に取り組みます。 

〇特別な支援を必要とする生徒に対し、教職員が適切な指導・支援ができるよう、

高等学校での発達障がい支援員による巡回相談の取組を引き続き実施します。 

〇一人ひとりの進路希望を実現するため、小学部から高等部まで 12年間を見通した

キャリア教育の取組を進めます。また、キャリア教育サポーター等を活用した職

場開拓や、外部人材を活用した、短時間勤務やテレワーク等の多様で柔軟な働き

方への就労支援等、引き続き生徒の多様な進路実現を図ります。 

【以上、教育委員会】 

（４） 

外国につながる

子どもへの支援 

〇小中学校における日本語教育の質担保及び充実を図るため、巡回相談員による日

本語指導や適応指導、保護者への支援を実施するとともに、各市町が実施する初

期日本語指導・適応指導等の取組を引き続き支援します。 

〇県立みえ四葉ヶ咲中学校に入学する生徒が、個々の状況に応じていきいきと学習

に取り組めるよう、円滑な学校運営に取り組みます。また、引き続き、四日市会

場で夜間中学体験教室「まなみえ」を実施します。 
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〇日本語指導が必要な外国人生徒が、地域において社会的自立を果たし社会の一員

として活躍できるよう、高等学校では生徒の日本語能力に応じた指導等の取組に

ついて実践事例を普及させるとともに、引き続き、外国人生徒支援専門員等によ

る学習支援に取り組みます。また、日本の社会制度・文化を学ぶセミナーを開催

するとともに、教職員が日本語指導について学ぶ研修会を実施します。 

【以上、教育委員会】 
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【重点的な取組８】 子どもの意見表明及び社会参画の促進 

（５年後のめざす姿） 

子どもが意見表明する機会やその意見が子ども施策に反映される事例が増えるとともに、

子どもが多様な社会活動に参画できる仕組みづくりが進んでいます。 

 

主な取組内容 １ 子どもの意見表明、社会参画の機会の充実【子ども・福祉部】【教育委員会】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ａ 判断 

理由 

「県が設けた子どもの意見表明の機会の回

数」、「子どもの意見が県の施策に反映された

数」については、目標を達成したことから、左

のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

子どもの意見表

明、社会参画の

機会の充実 

〇子どもが委員となり、県の施策について学んだうえで、意見を県に届けるととも

に、届けられた意見を県の取組に活用する「みえっこ会議」を新たに実施（小学

校４年生から高校生世代まで 15 名参加）しました。県に届けられた意見に対して

は、県の対応をまとめた資料を作成し、子どもたちにフィードバックすることで、

子どもの社会参画意識の向上を図りました。  

〇平成 21年度から実施している電子アンケート「キッズ・モニター」について、令

和７年度に「キッズ・モニター＋（プラス）」と名称を変更するとともに制度を拡

充し、モニター対象年齢を従来の小学校４年生から小学校１年生に引き下げ、よ

り低年齢の子どもの意見も聴き取れるようにしたほか、従来の電子アンケート（12

回）に加え、新たに対面やオンラインでの意見交換イベント（５回）を導入し、

意見聴取の手法を多様化させました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇「意見を表明する権利」や「参加する権利」を保障する機会をつくり、子どもに

差別を解消し人権が尊重される社会をつくる主体者としての意識を育むため、

「『人権が尊重される三重』をつくるこどもサミット」を開催しました。 

〇主権者教育モデル校（５校）の生徒が、地域の課題解決をめざす学習と成果発表

や、よりよい学校生活を実現するための生徒会活動の充実に取り組みました。 

〇社会や学校の課題解決の構想を持っている生徒が集い（８校 19 名参加）、大学教

授やＮＰＯ関係者等有識者の助言を受けながら、構想を実行するための方法等に

ついて意見交換するワークショップを実施しました。 

〇大学教授による戦争と平和を理解するための講義や大学生を交えた意見交換、イ

スラエルやパレスチナの同世代の学生等との交流をもとに、生徒同士で話し合い、

考えを発表するワークショップを実施（３回）しました。（16 校 のべ 127名参加） 
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〇こども基本法の成立により、子どもが意見を表明する機会の確保等が法律上位置

付けられたことをふまえ、校則の見直しを実施する場合は、生徒等の意見を取り

入れて見直しを実施するよう、県立高校に周知しました。 

〇子どもの気持ちや意見を聴き、その思いを届けたい人に届けることや、意見をま

とめる支援「子どもアドボカシー」を学ぶことができる、児童、生徒、教職員向

けの３種類の動画教材を作成しました。 

〇子どもたちの自己肯定感を育み、自他を認め合う仲間づくりについて学ぶ研修や、

安心して意見を伝え合える学級づくりについて学ぶ研修等（５講座）を行いまし

た。 

【以上、教育委員会】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

県が設けた子どもの意見表明の機会の回数 

４回 

（R5 年度） 

10回 
1.00 

18回 22 回 26回 30回 
ａ 

15回     

子どもの意見が県の施策に反映された数 

－ 
５ 

1.00 
17 19 22 25 

ａ 
15     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

校則を見直す際に生徒から意見を

聴取した学校の割合 

Ｒ７年度から 

調査 

62.1% 

（Ｒ７年度） 

地域や社会をよくするために、社

会の形成者として権利を行使し責

任を果たそうと考える高校生の割

合 

69.7% 

（Ｒ６年度） 

77.3% 

（Ｒ７年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

子どもの意見表

明、社会参画の

機会の充実 

〇引き続き「みえっこ会議」を実施するとともに、より子どもの主体性を高め、意

見表明しやすい場となるよう、開催方法を見直します。また令和８年度は、「三重

県誕生 150周年記念事業」と位置づけ、三重県の未来に向けた発表を行います。 

〇子どもたちの視点や意見を幅広く収集し、政策形成に活かすことを目的として、

「キッズ・モニター＋（プラス）」を引き続き実施します。ＳＮＳを活用した情報

発信を強化し、より多くの子どもたちが気軽に意見を表明できる機会の創出を目

指します。 

【以上、子ども・福祉部】 
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〇「意見を表明する権利」や「参加する権利」を保障する機会をつくり、子どもに

差別を解消し人権が尊重される社会をつくる主体者としての意識を育むため、

「『人権が尊重される三重』をつくるこどもサミット」を引き続き開催します。 

〇高校生が、社会的な問題の解決策を自ら考え、主権者として主体的に行動できる

力を育むことができるよう、主権者教育モデル校を中心に実践的な学習を推進し

好事例の横展開を図るとともに、校内外における生徒の自主的な活動の取組を支

援します。 

〇全ての県立高等学校において、校則を見直す際の手続きを生徒に示し、生徒が校

則の見直しに参画できるようにします。 

〇「子どもアドボカシー」の動画教材を、各学校で活用してもらえるよう、県立学

校長会議や生徒指導担当者会議を通じて、引き続き周知していきます。 

〇子どもたちの自己肯定感を育み、自他を認め合う仲間づくりや、意見を伝え合え

る学級づくりに向けた研修を引き続き実施し、教職員の資質・能力の向上を図り

ます。 

【以上、教育委員会】 

 

 

＜子どもからの提案＞ 

子ども会議（小中学生対象の会議や、大人が介入しすぎないような会議等） 

を増やして、意見表明の場を設定してほしい。 

＜提案に対する県の対応＞ 

令和８年度のみえっこ会議においては、年齢に応じたグループ分けを行う等、 

子どもが話しやすい環境をつくります。 

また、大人が意見を誘導したり介入しすぎないよう、会議の時間を十分に確保 

し、子どもが落ち着いて意見をまとめ、安心して発表できる会議の進め方を検 

討します。 

 

 

 

令和７年度みえっこ会議で届けられた声（テーマ：子どもの意見表明） 
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【重点的な取組９】 妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援 

（５年後のめざす姿） 

子どもを安心して産むことのできる環境や、心身のケアや経済的支援を受けながら子育て

ができる環境が整備され、子どもが健やかに育っています。 

 

主な取組内容 １ 妊産婦、乳幼児ケア【子ども・福祉部】 

２ 周産期医療体制の確保【医療保健部】 

３ 仕事と子育ての両立支援など働き方改革の推進 

【雇用経済部】【医療保健部】【子ども・福祉部】 

４ 子育て家庭への経済的な支援【教育委員会】【環境生活部】【医療保健部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｂ 判断 

理由 

「母子保健コーディネーター養成数（累計）」

については、目標を達成し、「多様な就労形態

を導入している県内事業所の割合(三重県｢三

重県内事業所労働条件等実態調査｣)」について

は、目標をおおむね達成したことから、左のと

おり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

妊産婦、乳幼児

ケア 

〇地域の実情に応じた母子保健体制の整備と効果的な事業実施を支援するため、母

子保健体制構築アドバイザー（広域支援型）による助言・指導（15 市町）を行い

ました。 

〇妊産婦への相談支援をはじめ心身のケアや育児サポート等きめ細かい支援を広域

的に行う「妊産婦のほっとスポット構築モデル事業」（２か所：四日市市・津市 の

べ 462人利用）を実施しました。 

〇多胎児の妊娠・出産・育児に伴う保護者の身体的、精神的な負担の軽減を図るた

め、県内の民間団体と連携し、多胎妊娠期におけるオンラインプレファミリー教

室（１回）や多胎児家庭交流会（１回）を開催しました。 

〇妊娠・出産・子育てに関する不安を抱えた妊産婦等が精神的な負担を軽減し、健

やかな出産・育児につなげられるよう、助産師や保健師等の専門職によるＳＮＳ

相談「マタニティ・子育てほっとライン」（のべ 406件）を実施しました。 

〇「三重県新生児・小児聴覚検査情報データベースシステム」を活用し、新生児聴

覚スクリーニング検査等で発見された聴覚障がいの疑いのある子どもの聴覚検査

や診断、療育支援等の情報共有を行いました。また、補聴器購入助成制度により

保護者負担を軽減し、早期療育や補聴器の継続的な装着を支援しました。（のべ 69

耳） 

〇困難を抱える若年妊婦や特定妊婦に対して、「子育て」と「困難女性」の両面をと

らえて支援できるよう、相談に係る関係機関との連携を推進しました。また、母

子生活支援施設において、母子に対する心理面でのサポートを実施しました。 

【以上、子ども・福祉部】 
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（２） 

周産期医療体制

の確保 

〇「三重の周産期医療体制あり方検討会」を設置し、県内の周産期医療体制の現状

や課題、リスクの低い出産に対応するための圏域設定等について、検討を行いま

した。 

〇分娩取扱施設が少ない地域における施設整備や設備整備を支援するとともに、地

域の拠点となる分娩取扱医療機関の当直産科医の派遣受入を支援する市町への補

助を行いました。 

【以上、医療保健部】 

（３） 

仕事と子育ての

両立支援など働

き方改革の推進 

〇男性の育児休業取得に課題のある企業(10 社)へヒアリングを行い、そのうち希望

した企業（６社）に対して課題解消に向けた研修資料を活用して出前講座を実施

しました。ヒアリング内容や制度整備状況、過去に作成した成果物等をふまえ、

課題のある企業向けの研修資料を作成し、総括セミナー（47 名参加）等の機会を

活用して広く周知することにより、希望に応じて育児休業を取得できる職場環境

づくりに向けた支援を行いました。 

〇大学生等に対する出前講座の実施により男性の育児参画に向けた機運醸成を図る

とともに、「ワンオペ育児」や「とるだけ育休」等の課題をふまえ、育児当事者の

男性とそのパートナーを対象としたセミナー（15 名参加）を実施し、育児・家事

の役割分担等について考える機会を提供することにより、男性の育児参画の質の

向上に取り組みました。 

〇子どもや子育て家庭を支援するため、市町が地域の実情に合わせて工夫を凝らし

て実施する独自事業に対する補助制度「みえ子ども・子育て応援総合補助金」に

おいて、通園に係る保護者の負担軽減や、子どもの居場所づくり等の 84事業を採

択しました。また、好事例の横展開を目的として、市町担当者を対象とした事例

発表会を実施しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇「三重とこわか健康経営カンパニー」の認定、認定企業に対する補助及び「三重

とこわか健康経営大賞」の表彰を通して企業における健康経営を促進しました。

（三重とこわか健康経営カンパニー認定企業：323社）また、企業間の情報交換等

の場の設定や、受賞企業の取組を県ホームページやリーフレット等で発信するこ

とで県内企業への横展開を進めました。 

【医療保健部】 

 

〇出産・育児にかかわらずキャリアを継続できる「短時間正社員制度」の導入・活

用についてアドバイザー派遣を行い、モデル事例（２社）の創出を行いました。

また、誰もが働きやすい職場づくりについてセミナー（２回）を開催しました。 

〇ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ、働き方改革に積極的に取り組む企業

等（185社）を「みえの働き方改革推進企業」として登録するとともに、登録した

中小企業に対する奨励金制度により、男性育休取得の促進や、短時間正社員制度

等の導入の促進を行いました。また、登録企業のなかから、優れた取組を行う企

業（６社）を表彰し、事例集の作成やフォーラムでの事例発表により、取組事例

を広く共有しました。 

【以上、雇用経済部】 
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（４） 

子育て家庭への

経済的な支援 

〇市町が実施する医療費助成事業に要する経費について補助を行いました。なお、

補助について現物給付に係る対象範囲を未就学児から中学生の入院まで拡大しま

した。 

【医療保健部】 

 

〇私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、授業料減免を行った学校法人

等(31 法人)に対する助成や就学支援金(10,646 名)、臨時支援金（4,353 名）及び

奨学給付金(1,141 名)の支給等により､保護者等の経済的負担の軽減を図りまし

た。 

【環境生活部】 

 

〇公立高校教育に係る経済的負担の軽減を図るため、就学支援金や奨学給付金の支

給、修学奨学金の貸与を行いました。就学支援金については所得制限により不支

給認定となった生徒等に対して臨時支援金の支給を行うとともに、奨学給付金に

ついては非課税世帯の第１子の給付額を第２子以降の給付額と同額に増額し、低

所得世帯への一層の負担軽減に取り組みました。また、高等学校等専攻科の生徒

に対しては、修学支援金及び奨学給付金の支援対象の拡充を行いました。 

【教育委員会】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

母子保健コーディネーター養成数（累計） 

276 人 

(R5 年度) 

310人 
1.00 

340人 360人 380 人 385 人 
ａ 

333人     

多様な就労形態を導入している県内事業所の割合(三重県｢三重県内事業所労働条件等実態調査｣) 

88.7% 

(R5 年度) 

90.9% 
0.95 

92.1% 92.3% 92.4% 92.6% 
ｂ 

86.5%     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

乳幼児健診の受診率 ４か月児 

97.7% 

（Ｒ５年度） 

４か月児 

96.9% 

（Ｒ６年度） 

10か月児 

95.5% 

（Ｒ５年度） 

10か月児 

94.4% 

（Ｒ６年度） 

１歳６か月児 

99.0% 

（Ｒ５年度） 

１歳６か月児 

98.3% 

（Ｒ６年度） 
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３歳児 

98.1% 

（Ｒ５年度） 

３歳児 

97.8% 

（Ｒ６年度） 

男性の育児休業取得率（育児休業

制度を利用した男性従業員の割

合） 

25.7% 

（Ｒ５年度） 

50.0% 

（Ｒ７年度） 

妊産婦死亡率（出産 10万対） 

（人口動態調査） 

0.0 

（Ｒ５年度） 

11.0 

（Ｒ６年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

妊産婦、乳幼児

ケア 

〇地域の実情に応じた母子保健体制の整備と効果的な事業実施を支援するため、引

き続き母子保健体制構築アドバイザーを活用し、保健所圏域ごとによる広域的な体

制構築を図ります。 

〇「妊産婦のほっとスポット構築モデル事業」が２か所（四日市市、津市）での実

施のため、新たな地域での実施に向けた検討を進めるとともに、産後ケア事業とし

ての在り方を検討していきます。 

〇多胎妊娠期のみならず、多胎児家庭も参加できるようオンライン教室を充実させ、

交流が深まるよう対象者へ周知していきます。 

〇引き続き、妊娠期から出産、子育て期にわたりさまざまな不安を抱える方々に寄

り添い、健やかな育児につなげられるよう、ＳＮＳを活用した相談支援を行います。 

〇引き続き、補聴器購入助成制度により保護者負担を軽減し、早期療育や補聴器の

継続的な装着を支援していきます。 

〇困難を抱える若年妊婦や特定妊婦に対して、「子育て」と「困難女性」の両面をと

らえて支援できるよう、相談に係る関係機関との連携を推進します。また、母子

生活支援施設において、母子に対する心理面でのサポートを実施します。 

【以上、子ども・福祉部】 

（２） 

周産期医療体制

の確保 

〇分娩数や分娩取扱施設数の減少に備えた周産期医療体制のあり方を引き続き検討

する必要があるため、「三重の周産期医療体制あり方検討会」において、地域で安

全・安心に出産できる周産期医療体制の確保に向けた検討を進めます。 

〇出生数等の減少により、分娩取扱施設を取り巻く経営環境の厳しさが増している

ことから、施設・設備整備を実施する同施設を支援し、分娩取扱施設の少ない地

域において 24時間体制で分娩を取り扱っている、地域の拠点となる施設の機能強

化を図るため、当直産科医の受入支援に取り組む市町を支援します。 

○また、分娩取扱医療機関の新規開業が極めて困難である中、地域の身近な施設で

安全で安心して妊娠・出産できる周産期医療体制を確保するため、新たに事業承

継を行う同機関に対して支援を行います。 

【以上、医療保健部】 

（３） 

仕事と子育ての

両立支援など働

き方改革の推進 

〇上昇傾向にあるとはいえ、依然として男性の育児休業取得率（50.0%）は女性と比

べて低い状況であることから、これまで作成した男性の育児参画促進に向けた啓

発資料を活用し、希望に応じて育児休業を取得できる職場環境づくりや、男性の

育児参画の質の向上、若者を対象とした機運醸成に引き続き取り組みます。 
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〇県内の若者を対象として、ライフデザインについて自ら考える機会を新たに提供

し、主体的に自分の人生を選択できるよう後押しするとともに、男性の育児参画

に関する幅広い情報を提供することで、共育てを前提とした働き方のイメージの

定着を図ります。 

〇「みえ子ども・子育て応援総合補助金」について、市町が地域の実情等に合わせ

て工夫を凝らして実施する、子ども・子育て支援事業に対し補助金を交付します。

補助金は２つの枠を設けて、子どもの育ちや子育て環境の充実につながる取組と、

保育士確保をはじめとする仕事と子育ての両立に向けた取組を支援します。また、

これまでの総合補助金の実績をふまえ、先駆的で効果が高いと認められる「働く子

育て世帯を支える子どもの居場所づくり」について補助金を交付します。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇企業における健康経営の取組を促進するため、「三重とこわか健康経営カンパニ

ー」の認定企業数の拡大、認定企業に対する補助や表彰に取り組みます。また、

企業間の情報交換等の場の設定や、優れた取組を発信することで県内企業への横

展開を図ります。 

【医療保健部】 

 

〇短時間正社員制度については、まだ県内に十分浸透していないことから、令和７

年度に創出したモデル事例を活用して周知を進め、当該制度の導入・活用の促進

に努めます。 

〇「みえの働き方改革推進企業」の登録企業数は年々増加していますが、県内全体

の企業数と比べて十分でないことから、登録企業をさらに広げていく必要があり

ます。奨励金をはじめ、制度を活用するメリットの周知をさらに強化することで、

働き方改革に取り組む職場を広げていきます。 

【以上、雇用経済部】 

（４） 

子育て家庭への

経済的な支援 

〇市町が実施する医療費助成事業に要する経費について、引き続き補助するととも

に、令和８年度から中学生の通院を補助対象に拡大します。 

【医療保健部】 

 

〇家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが私立学校で安心して学べるよう、保護

者等の経済的負担の軽減を図ることが必要です。そのため、授業料減免を行った

学校法人等に対して助成するとともに、いわゆる高校無償化に対する就学支援金

及び奨学給付金の拡充を図ります。 

【環境生活部】 

 

〇公立高校教育に係る経済的負担の軽減を図るため、引き続き就学支援金や奨学給

付金の支給、修学奨学金の貸与を行い、教育に係る経済的負担を軽減します。 

【教育委員会】 
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【重点的な取組 10】 幼児教育・保育、放課後児童対策の推進 

（５年後のめざす姿） 

子どもを安心して預けられる体制が整備され、子どもの豊かな育ちに向けて、幼児教育・

保育の質を高める取組が進んでいます。 

 

主な取組内容 １ 幼児教育・保育の提供【子ども・福祉部】【教育委員会】 

２ 放課後児童対策の推進【子ども・福祉部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｃ 判断 

理由 

「保育士等キャリアアップ研修における各分

野の修了者数（累計）」については、目標を達

成しましたが、「保育所等の待機児童数(こども

家庭庁｢保育所等利用待機児童数調査｣)」、「放

課後児童ｸﾗﾌﾞの待機児童数(こども家庭庁｢放

課後児童健全育成事業(放課後児童ｸﾗﾌﾞ)の実

施状況調査｣)」については、目標の達成度が低

いことから、左のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

幼児教育・保育

の提供 

〇保育士の業務負担の軽減を図るため、保育補助者の雇上げ等を行う私立保育所等

への補助や、保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童の受入れのために保育

士を加配している私立保育所等への支援（交付実績３市）を行いました。 

〇待機児童の解消や低年齢児保育の充実に向けて、保育士を加配して低年齢児の受

入れを行う私立保育所等に補助（交付実績 16市町）を行いました。 

〇自然保育に関するガイドライン策定に向け、自然保育を先進的に進める園への視

察（４園）を行いました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇幼児教育の質の向上と幼保小の円滑な接続を進めるため、幼児教育アドバイザー

を市町や施設へ派遣し、研修支援等を行うとともに、市町が行う公立幼稚園のＩ

ＣＴ環境整備を支援しました。 

〇幼稚園・保育所・小学校の円滑な接続に係る検討委員会を設置し、「架け橋期カリ

キュラムの手引き（仮）」策定に向け、検討及び協議を行いました。 

【以上、教育委員会】 

（２） 

放課後児童対策

の推進 

〇放課後児童クラブの待機児童解消に向けて、放課後児童クラブの整備や運営、放

課後児童支援員等の確保や処遇改善に向けた支援（運営費 29市町、施設整備費１

市）や研修等に取り組みました。 

〇ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用料に対して補助（交付実績 27市町）を行い、

ひとり親家庭の経済的負担の軽減に取り組みました。 

【以上、子ども・福祉部】 
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重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達成

状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

保育士等キャリアアップ研修における各分野の修了者数（累計） 

16,143人 
18,800人 

1.00 
21,300人 23,800人 26,300人 28,800人 

ａ 
19,021人     

保育所等の待機児童数(こども家庭庁｢保育所等利用待機児童数調査｣) 

108人 

(R6.4.1) 

0人 
0.00 

0人 0人 0人 0人 
ｄ 

84人     

放課後児童ｸﾗﾌﾞの待機児童数 

(こども家庭庁｢放課後児童健全育成事業(放課後児童ｸﾗﾌﾞ)の実施状況調査｣) 

54人 

(R6.5.1) 

0人 
0.00 

0人 0人 0人 0人 
ｄ 

65人     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

放課後児童クラブ設置数 

（こども家庭庁「放課後児童健

全育成事業（放課後児童クラ

ブ）の実施状況調査」） 

436クラブ 

（Ｒ６年度） 

442クラブ 

（Ｒ７年度） 

待機児童の解消や低年齢児保

育の充実に向けて保育士を加

配している私立保育所等に補

助を行う市町数 

16市町 

（Ｒ５年度） 

16市町 

（Ｒ６年度） 

幼保小接続に関する研修等を

実施した市町数 

23市町 

（Ｒ５年度） 

26市町 

（Ｒ７年度） 

 

 

令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

幼児教育・保育

の提供 

〇中高生が現役保育士と交流できる場や、保育士の仕事を体験できる機会等を設け、

保育士として働く魅力を感じてもらう取組を実施します。また、引き続き修学資

金の貸付や保育所等の実習生指導担当者等を対象とした研修を実施します。 

〇保育人材の確保に向け、これまで国家戦略特区に限り認められていた地域限定保

育士制度を導入し、保育士資格を取得して県内で保育の仕事に就くことを希望す

る人の受験機会を拡大します。 

〇保育所等の職場環境の改善を進めるため、「保育士支援アドバイザー」を保育現場

に派遣し、保護者対応や若手保育士の指導方法等に関する助言に加えて、保育士

個人が職場での悩みを相談できる取組を実施します。また、保育士の加配や保育

補助者の活用、保育所等へのＩＣＴの導入等に取り組む市町を支援することで、

保育士の離職防止に取り組みます。 
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〇「三重県保育士・保育所支援センター」において、潜在保育士の就労に向けた相

談支援や研修等を行うとともに、保育所等への復職事例を紹介することで、復職

に不安を持つ潜在保育士が就労に向けて動き出すことを後押しします。 

〇保育士等の資質向上及び処遇改善を図るため、引き続きオンラインを活用した保

育士等キャリアアップ研修を実施するとともに、就業継続や職場環境改善、不適

切保育の防止のための研修を実施します。 

〇みえ自然保育協議会の構成員や市町、関係団体等と連携して、自然保育に関する

ガイドラインの策定に向けた取組を進めます。 

〇「みえ子ども・子育て応援総合補助金」について、市町が地域の実情等に合わせ

て工夫を凝らして実施する、子ども・子育て支援事業に対し補助金を交付します。

補助金は２つの枠を設けて、子どもの育ちや子育て環境の充実につながる取組と、

保育士確保をはじめとする仕事と子育ての両立に向けた取組を支援します。また、

これまでの総合補助金の実績をふまえ、先駆的で効果が高いと認められる「働く子

育て世帯を支える子どもの居場所づくり」について補助金を交付します。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇幼児教育と小学校教育を円滑に接続する必要があるため、幼稚園や小学校等の教

職員が相互に学び合うことができる研修の充実と子どもの発達や学びの連続の保

障を図ります。 

【教育委員会】 

（２） 

放課後児童対策

の推進 

〇放課後児童クラブの待機児童解消には施設の整備や人材の確保が喫緊の課題であ

ることから、引き続き放課後児童クラブの整備や運営、放課後児童支援員等の確

保や処遇改善に向けた支援や研修等に取り組みます。 

○引き続きひとり親家庭の放課後児童クラブ利用料に対して間接的に補助を行い、

ひとり親家庭の経済的負担の軽減に取り組みます。 

○放課後子ども教室を設置する市町を支援するとともに、より多くの市町において、

子どもたちが、放課後子ども教室を利用してさまざまな体験をすることができる

機会が拡大するよう、引き続き市町が抱える課題の把握に努めるとともに、好事

例を情報共有するなどの働きかけを行います。 

【以上、子ども・福祉部】 
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【重点的な取組 11】 若者への支援 

（５年後のめざす姿） 

若者が就労や結婚、妊娠など希望に沿った支援を受けることができ、将来の見通しを持ち

ながら、自分らしく社会生活を送ることができるための取組が進んでいます。 

 

主な取組内容 １ 就労支援【雇用経済部】 

２ 出会い支援【子ども・福祉部】 

３ 不妊への支援【子ども・福祉部】 

４ ひきこもり支援【子ども・福祉部】【医療保健部】 

 

重点的な取組の進展度と判断理由 

進展度※ Ｃ 判断 

理由 

「マッチングシステムによるマッチング件

数（累計）」、「「おしごと広場みえ」の利用者

数（累計）（「おしごと広場みえ」実績報告）」

については、目標の達成度が不十分なことか

ら、左のとおり判断しました。 

【※進展度：Ａ（順調）、Ｂ（おおむね順調）、Ｃ（やや遅れている）、Ｄ（遅れている）】 

 

令和７年度の主な取組 

取組名 実施概要 

（１） 

就労支援 

〇三重労働局等と連携し、「おしごと広場みえ」を拠点として、就職相談や各種セ

ミナーの開催、県内企業と若者とのマッチングを図るなどオンラインサービスを

活用しながら、ワンストップで総合的な就労支援を実施しました。 

【雇用経済部】 

（２） 

出会い支援 

〇「みえ出逢いサポートセンター」の利用を促進し、結婚を希望する方への相談支

援（3,650件）・情報提供を行うほか、市町等との連携による出会いの機会の創出

に取り組みました。 

〇多数の希望者が利用可能となり、ひいては多数の引き合わせにつながるよう、Ａ

Ｉを活用したマッチングシステム「みえむすび」を導入（入会申込者数 835名）

し、出会いの機会の拡充に取り組みました。 

〇安心・安全な出会いの機会の提供につなげるため、マッチングシステム利用者の

希望に応じて支援する新たなサポーター制度を構築し、養成・認定（74名認定）

を行いました。 

〇若い世代を中心にマッチングアプリが普及している状況をふまえ、安心・安全な

婚活に関する啓発セミナー（58 名参加）を実施しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（３） 

不妊への支援 

〇経済的な理由により不妊治療を諦めることがないよう、助成回数の上乗せや保険

適用外となった先進医療への助成について市町と連携して取り組むとともに、不

育症についても検査費用や治療費に係る助成を行いました。 

〇毎月第１土曜日及び第２以降火曜日に、三重県不妊専門相談センターにおいて看

護師や助産師等による専門相談を行いました。また、不妊ピアサポーターを活用

した、身近な地域での当事者同士の交流会（２回）を実施しました。 
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〇不妊治療と仕事の両立支援に関する連携協定に基づき、経営や人事労務に関わる

方、労働団体、医療福祉関係者等の企業関係者に向けた「働きやすい職場づくり

応援セミナー」を開催しました。 

○小児及び思春期・若年（ＡＹＡ世代）のがん患者等が希望をもってがん治療に取

り組めるよう、妊孕性温存療法（凍結に係る治療）及び温存後生殖補助医療によ

る治療を受けた際の費用を助成（42件）しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

（４） 

ひきこもり支援 

〇ひきこもり支援に関する講演会（152名参加）の開催やリーフレットの作成、Ｓ

ＮＳでの発信等により、県民への理解促進や支援機関の周知を図りました。 

〇オンライン会議アプリを活用した電子居場所を開設（５か所のべ 434名参加）す

るとともに、当事者や家族が住んでいる地域とは異なる市町において実施する居

場所を利用できる体制づくりを試行的に実施（５市のべ 411名参加）しました。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇市町、関係機関からの依頼により、支援者及び一般住民向けにひきこもりについ

ての正しい理解を深めるための啓発活動を実施しました。 

〇電話、面接、メール、訪問による相談、多職種連携チームによる支援、支援者向

けのスキルアップ研修会を実施しました。 

【以上、医療保健部】 

 

 

重点目標 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11 年度 
７年度の

評価 
現状値 目標値 

実績値 

目標達

成状況 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

目標値 

実績値 

マッチングシステムによるマッチング件数（累計） 

R7年度 

から調査 

250件 
0.78 

1,250 件 2,250 件 3,250 件 4,250 件 
ｃ 

197件     

「おしごと広場みえ」の利用者数（累計）（「おしごと広場みえ」実績報告） 

10,658人 

(R5 年度) 

11,258人 
0.71 

11,558 人 11,858 人 12,158 人 12,458 人 
ｃ 

8,016人     

 

 

モニタリング指標 現状値 最新値 

不妊治療に職場の理解があると感

じている人の割合 

56.6% 

（Ｒ５年度） 

56.6% 

（Ｒ６年度） 

ひきこもり当事者のための居場所

数 

45か所 

（Ｒ５年度） 

48 か所 

（Ｒ６年度） 
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令和８年度以降に残された課題と対応 

取組名 実施概要 

（１） 

就労支援 

〇若者の県内就職を促進するため、引き続き、ポータルサイトやＳＮＳ等多様な広

告媒体を活用して就職支援情報等を発信するとともに、「おしごと広場みえ」の

ワンストップ機能を活用し、若年求職者のニーズに沿ったきめ細かな就労支援サ

ービスの利用促進につなげていきます。 

【雇用経済部】 

（２） 

出会い支援 

〇令和６年度に実施した「みえ県民１万人アンケート」の結果から、結婚を希望す

る方の未婚理由として「出会いがない」が最も多かったことから、「みえ出逢い

サポートセンター」において、引き続き、結婚を希望する方のニーズに応じたき

め細かな相談支援や情報提供を行うとともに、市町等との連携により広域的な出

会いの機会を提供します。 

〇出会いの機会の充実を図るため、マッチングシステム会員の利用状況に応じた適

切な支援を行うとともに、システムの周知・広報を継続的に行うことで登録者の

増加に取り組みます。 

〇安全・安心な出会いの機会の提供につなげるため、マッチングシステム会員の希

望に応じて支援する「みえの縁むすび地域サポーター」の養成・認定を進めます。 

〇若い世代を中心にマッチングアプリが普及している状況をふまえ、引き続き安

全・安心な婚活に関する啓発を実施します。 

【以上、子ども・福祉部】 

（３） 

不妊への支援 

〇引き続き、不妊・不育症に悩む夫婦や、将来子どもを産み育てることを望む若年

世代のがん患者等が、経済的な理由等で治療をあきらめることなく、妊娠・出産

についての希望がかなえられるよう、経済的支援に取り組む必要があります。 

〇引き続き、三重県不妊専門相談センターにおいて看護師や助産師等による専門相

談を行うとともに、不妊ピアサポーターを活用した、身近な地域での当事者同士

の交流会を実施し、傾聴による寄り添い型支援を行います。 

○引き続き、「働きやすい職場づくり応援セミナー」の開催等により、不妊治療と

仕事の両立を推進する気運の醸成に取り組む必要があります。 

【以上、子ども・福祉部】 

（４） 

ひきこもり支援 

〇支援窓口の周知やひきこもりについての理解促進のため、さまざまな広報媒体を

活用した戦略的な普及啓発に取り組みます。 

〇引き続き、電子居場所を開設するとともに、広域的な支援体制づくりや市町に対

する財政的支援等により多様な居場所づくりに取り組みます。 

【以上、子ども・福祉部】 

 

〇電話、面接、メール、訪問による精神保健に係る専門相談、多職種連携チームに

よるアウトリーチ支援、支援者向けのスキルアップ研修会等を実施し、ひきこも

り当事者やその家族に寄り添った支援を行います。 

【医療保健部】 
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（１）子どもが主体的に参画するイベント

イベント名 取組概要 対象 担当課

みえっこ会議

令和７年３月に改正した「三重県子ども条例」に基づく取
組の一つとして、子どもが委員となり、自分たちでテーマ
を決めたうえで話し合い、県に意見を届けて県の次年度以
降の取組に活用する「みえっこ会議」を開催した。
・実施期間：令和７年７月～８月
・参加人数：15人

小学校
４年生
～高校
生世代

子ども
・福祉部
少子化対策課

キッズスタッフ
※みえこどもの城

みえこどもの城のキッズスタッフが普段の生活の中で思っ
ていることを話したり、こどもの城の運営やイベントに対
する意見を出し合い、その実現に向けた具体的な取組につ
いて話し合う「こども会議」を実施したほか、みえこども
の城が開催するイベントの運営に参加した。
・キッズスタッフが企画したイベント
　〇なんでもあり？おたのしみ会
　　・来場者　207人
　〇あそびおさめ！年末大パーティー
　　・来場者　56人
・キッズスタッフがイベント運営に参加したイベント
　〇こどもの城まつり
　〇オレンジまつり

子ども
子ども
・福祉部
少子化対策課

サイエンス広場
※みえこどもの城

県内の中・高・大学生等が日頃の学習・研究成果について
展示、発表などを行うとともに、地域の企業等と協働し
て、工作、体験の機会を幼児・小学生の子どもたちに提供
した。
子どもたちが実験やものづくり等の体験を通して科学に触
れ、楽しさを知ることで、興味や関心を持ち、探求心を育
む機会とした。

子ども
子ども
・福祉部
少子化対策課

サイエンスフェア
※みえこどもの城

県内の高校生が、企画・打合せ・準備、当日の受付・放送
など、運営の中心となってこどもの城でイベントを開催し
た。
化学・生物・地学・物理・情報など日頃の学習成果をもと
に、展示・発表などを行うとともに、工作・体験の機会を
幼児・小学生の子どもたちに提供した。

子ども
子ども
・福祉部
少子化対策課

高校生
フェスティバル

「三重県立高等学校産業教育フェア」「みえ高文祭」「三
重県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会」「高校
紹介ひろば」「人権まなびの発表会」を実施し、高校生が
日頃の学習や文化活動等の成果を情報発信した。
(イベント内容企画・当日の運営などを子どもが担当）

子ども
大人

教育委員会
高校教育課

『人権が尊重され
る三重』をつくる
こどもサミット

「意見を表明する権利」や「参加する権利」を保障する機
会をつくり、子どもたちに差別を解消し人権が尊重される
社会をつくる主体者としての意識を育むため、令和７年12
月24日に「『人権が尊重される三重』をつくるこどもサ
ミット」を開催した。
（当日の司会を子どもが担当）

小学生
中学生
県立学
校生

教育委員会
人権教育課

令和７年度に実施した子どもが主体的に参画するイベント
子どもの意見表明機会・施策への反映状況一覧

別表
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イベント名 取組概要 対象 担当課

三重県工業高校生
フェア

みえこどもの城において、県内の工業学科設置校の高校生
が作品展示や各校の案内を行うとともに、ものづくりやデ
ジタル技術の体験などの企画を運営し、児童生徒や保護者
等の工業高校に対する関心を高め、理解を深める機会を提
供した。
・体験ブース 14企画
・展示ブース ７企画
・来場者　児童生徒 987人
　　　　　保護者･一般 1040人
・アンケートによる満足度　約99.5％
　　　　　　　　　　（児童生徒 435人回答）

子ども
大人

教育委員会
高校教育課

みえ探究
フォーラム2025

鈴鹿医療科学大学において、中学生や高校生が日頃取り組
んだ自由研究や課題研究、総合的な探究の時間等に係る研
究成果を発表した。
また、小学生を対象とした科学体験講座を高校生が実施
し、児童生徒の自然科学・社会科学・人文科学に対する興
味・関心を高める機会を提供した。
（当日の受付・司会進行を高校生が担当）
・発表数　76本
・科学体験講座　８講座
・参加者　小学生152人
　　　　　中学生22人
　　　　　高校生278人

小学生
中学生
高校生

教育委員会
高校教育課

学校防災
ボランティア

県内の高校生35名が、支援者となり得る視点から安全で安
心な社会づくりに貢献できるよう、11月１日から３日にか
けて能登半島地震の被災地を訪問し、現地の方々との交流
やボランティア活動、被災体験・復興についての学習や現
地中高生との防災合同学習を行う学校防災ボランティア事
業を実施した。

高校生
教育委員会
教育総務課

いじめ防止
強化月間

４月と11月のいじめ防止強化月間において、児童生徒が駅
やショッピングモールで啓発活動を行うなど、いじめ防止
のメッセージを広く県民に周知した。

子ども
大人

教育委員会
生徒指導課

三重県高校生
バイシクル
サミット2025

高校生が、自転車の安全利用やヘルメット着用に向けた効
果的な取組についてグループディスカッションを行った。
また、交通ルールの遵守や、自転車乗車時のヘルメット着
用率の向上を目的にクイズを作成、その内容を各学校に還
流し、啓発を図った。

高校生
教育委員会
生徒指導課

平和に関する
企画展

県内の高校生と広島県の高校生が、平和啓発の取組を発表
する「活動発表会」を開催した。
・実施日　令和７年８月24日（日）
・発表者　高校生６人
・来場者　約100人

高校生
政策企画
総務課
企画調整班

戦後80年
平和のつどい

県内の中高生が中心となって平和への想いを発信する「戦
後80年平和のつどい」を開催した。
・実施日　令和７年８月１日（金）
・発表者
　司会進行（高校生３人）
　平和に関する楽曲の合唱（中学生23人）
　平和に関する作品の朗読（高校生３人）
　平和に関するトークセッション（高校生２人）
・来場者　約600人

中学生
高校生

政策企画
総務課
企画調整班
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（２）県が設けた子どもの意見表明の機会

取組名 取組概要 形式 対象 意見の反映方法 担当課

中学生の
メッセー
ジ
（少年の
主張三重
県大会）
の実施

中学生が日頃感じて
いることや考えてい
ることを広く発信す
るとともに、自分自
身の生き方や社会と
の関わりを考える機
会とするため「中学
生のメッセージ
2025」（少年の主張
三重県大会事業）を
実施した。

対面
形式

中学生 ー

子ども・
福祉部

少子化対
策課

子ども・
福祉部

少子化対
策課

①三重県子ども条例啓発パンフレットのイラス
ト、文章等に関して子どもたちの意見をもとに修
正を行った。
（子ども条例パンフレット制作）
②「ものづくり☆ひらめき作戦会議」で令和８年
11月に実施するイベントの体験・展示内容、タイ
トル、展示方法を変更
（ものづくりイベント企画）
③ものづくり（建設業）に関するアンケートでの
意見を受け、動画投稿SNSを利用する子どもが多
いことが分かったため、今後は動画を使った広報
を中心に行うことにした。
（県土整備部の広報への意見）
④キッズ・モニター＋に関するアンケートでの意
見を受け、アンケートの内容や使われる言葉、漢
字などが難しいと感じる小学生が一定数いること
が分かったため、テーマに関する説明を文章と動
画を併用して実施することとした。
（キッズ・モニターアンケート運用見直し）
⑤みえっこ会議に関するアンケートで、みえっこ
会議の対話テーマについて年代ごとに関心の高い
分野を聞き取り、多かったものを令和８年度の
テーマとして採用することとした。
（みえっこ会議運用見直し）
⑥「チラシ編集部」イベントで、令和８年度に県
内に配布するキッズ・モニター＋募集チラシのデ
ザインについて子どもたちの意見を聞き取り反映
させた。
（キッズ・モニター＋チラシ制作）

キッズ・
モニター

＋

子どもの意見表明を
推進するとともに、
その意見を県施策に
反映するため、アン
ケート・オンライ
ン・対面の３つの方
法で子どもの意見を
聴き取る仕組み
「キッズ・モニター
＋（プラス）」を運
営し、意見を聴き
取った。
【アンケート】
 12回
【対面・オンライ
ン】
 ５回

その他
小学生
～高校
生世代
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取組名 取組概要 形式 対象 意見の反映方法 担当課

児童相談
所におけ
るアドボ
カシー

一時保護所に入所中
の児童および一部の
児童養護施設等に入
所中の児童を対象と
して、アドボケイト
派遣に取り組んでお
り、権利についての
ワークショップやア
ドボケイトの紹介、
希望する子どもへの
個別面談や意見表明
の支援など、子ども
の要望に応じた支援
に取り組んだ。

その他
～高校
生

ー

子ども・
福祉部

児童相談
支援課

子ども・
福祉部

少子化対
策課

①「学校ごとに、カウンセラーや担任以外の先生
に相談できる体制を作ってほしい」という提案に
対して、子どもの気持ちや意見を聴き、その思い
を届けたい人に届けることや、意見をまとめる支
援「子どもアドボカシー」を学ぶことができる、
児童、生徒、教職員向けの３種類の動画教材を作
成し、子どもが意見表明できる環境づくりに取組
む。
②「三重県の文化施設や史跡、文化体験につい
て、HPやSNS等を活用して、子どもに分かりやす
く、興味を持てる情報を発信してほしい。」とい
う提案に対して、新しく構築する「子ども向け情
報ポータルサイト」を活用して、文化に関するイ
ベント情報も子どもに分かりやすく発信する予
定。
また、イベント情報を発信する際は、子どもが興
味を持てるよう、過去のイベントの様子を写真で
分かりやすく紹介するなど、子どもが「行ってみ
たい！」と思えるような工夫を行う。
③「子ども会議（小中学生対象の会議や、大人が
介入しすぎないような会議など）を増やして、意
見表明の場を設定してほしい。」という提案に対
して、来年度の「みえっこ会議」では、年齢に応
じたグループ分けを行うなど、子どもが話しやす
い環境をつくる。
また、大人が意見を誘導したり介入しすぎないよ
う、会議の時間を十分に確保し、子どもが落ち着
いて意見をまとめ、安心して発表できる会議の進
め方を検討。

みえっこ
会議

令和７年３月に改正
した「三重県子ども
条例」に基づく取組
の一つとして、子ど
もが委員となり、自
分たちでテーマを決
めたうえで話し合
い、県に意見を届け
て県の次年度以降の
取組に活用する「み
えっこ会議」を開催
した。
（全４日間で実施）

対面
形式

小学校
４年生
～高校
生世代
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取組名 取組概要 形式 対象 意見の反映方法 担当課

こども
会議
※みえこ
どもの城

みえこどもの城の
キッズスタッフが普
段の生活の中で思っ
ていることを話した
り、こどもの城の運
営やイベントに対す
る意見を出し合い、
その実現に向けた具
体的な取組について
話し合う「こども会
議」を実施した。
（５テーマについて
検討
８期９人
９期９人

対面
形式

小学校
３年生
～

中学生

①キッズスタッフの意見をもとに来館者へのイン
タビューを行った。
②キッズスタッフの意見を反映したイベント「な
んでもあり？おたのしみ会」を開催・広報
③館内の設営をキッズスタッフがチェックし、出
た意見をもとに設営を変更した。
④キッズスタッフの意見を反映したイベント「あ
そびおさめ！年末大パーティー」を開催・広報
⑤来館者を増やす取組として、キッズスタッフが
みえこどもの城のYouTube番組を企画し、自ら出
演するとともに、来館した子どもたちから寄せら
れた声を紹介しながら自らの考えや思いを自分の
言葉で発信した。（キッズスタッフYouTube番組
制作：２回）

子ども・
福祉部
少子化
対策課

三重県
高校生
バイシク
ルサミッ
ト2025

高校生が、自転車の
安全利用やヘルメッ
ト着用に向けた効果
的な取組についてグ
ループディスカッ
ションを行った。ま
た、交通ルールの遵
守や、自転車乗車時
のヘルメット着用率
の向上を目的にクイ
ズを作成、その内容
を各学校に還流し、
啓発を図った。

オンラ
イン
形式

高校生
①交通ルールの遵守や、自転車乗車時のヘルメッ
ト着用率の向上を目的にした啓発用クイズに子ど
もの意見を反映

教育
委員会
生徒

指導課

『人権が
尊重され
る三重』
をつくる
こどもサ
ミット

「意見を表明する権
利」や「参加する権
利」を保障する機会
をつくり、子どもた
ちに差別を解消し人
権が尊重される社会
をつくる主体者とし
ての意識を育むた
め、令和７年12月24
日に「『人権が尊重
される三重』をつく
るこどもサミット」
を開催した。

対面
形式

小学生
中学生
県立学
校生

ー

教育
委員会
人権

教育課
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令和７年度みえっこの声

三重県子ども・福祉部少子化対策課

目次

１ みえっこ会議の概要

２ 届けられた意見への対応

（１）１班（ロクレンジャー）

テーマ「いじめ」

（２）２班（つぎょうざずんだもち）

テーマ「文化継承でより良くつながりのある地域に」

（３）３班（チーム田中）

テーマ「子どもの意見表明」

３ 参加した委員の感想

４ 三重県からのメッセージ

資料
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１ みえっこ会議の概要

１ みえっこ会議とは

三重県子ども条例に基づく取組として、小学校４年生から高校生世代まで幅広い世代の

子どもが委員となり、県の子ども施策について学んだうえで、県に意見を届ける会議です。

２ 委員の内訳（計１５名）

小学生 ２名（４年生１名、６年生１名）

中学生 ３名（１年生２名、３年生１名）

高校生 10名（１年生２名、２年生６名、３年生２名）

３ みえっこ会議の活動

令和７年７月19日（土） 顔合わせ・事前学習会

７月26日（土） グループ分け・テーマ決め

８月18日（月）から22日（金） グループワーク

８月24日（日） 発表会

２ 届けられた意見への対応

みえっこ会議では、委員がテーマに関する想いや背景、課題意識を話し合い、最終的に

「～してほしい」という提案にまとめました。

これらは、子どもが自らの経験や思いをもとに真剣に考えたものであり、令和８年度の

施策に活かすべき貴重な声です。

県では、その声をひとつひとつ大切に受けとめて、「来年度にどうしたらいいか」を考

えました。すぐにできることもあれば、時間がかかることもありますが、委員の意見をも

とに、県の取組や予算を見直したり、新しいことを始めたりしていきます！
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２ 届けられた意見への対応

１班 テーマ：「いじめ」

１班（ロクレンジャー）は「いじめ」をテーマに話し合い、

意見を県に提案するまでに、様々な委員の想いや課題意識が挙がりました！

様々な意見をもとに、県への提案

を届けました！（次のページへ）

〇暴力的ないじめよりも、精神

的ないじめやインターネット上で

のいじめが多く、周囲が気づき

にくいケースがある。

〇対面で相談するよりも、

インターネットを活用す

るなど、匿名の方が相

談しやすいと感じる子ど

ももいる。

〇いじめの被害者だ

けでなく加害者にも

カウンセラーを付けて、

寄り添ってほしい。

２ 届けられた意見への対応 １班テーマ：「いじめ」

意見への対応

県への提案①

学校ごとに、カウンセラーや担

任以外の先生に相談できる体

制を作ってほしい。

現在、心理の専門的な知識を持っているスクールカウンセラーを県内全ての公

立小中学校、高等学校、特別支援学校、夜間中学に置いて、学校ごとに相談体

制を整えています。また、学校の先生やスクールカウンセラーに相談しにくい場

合でも、子どもが自分に合った相談先を選びやすいよう、相談窓口をまとめた一

覧表「ひとりで悩まず相談しよう」を全ての学校に広めています。

さらに、今年度、子どもや先生、保護者向けに、子どもの権利や子どもの意見

を届ける「子どもアドボカシー」について学ぶ動画や資料を作成しています。こ

の動画では、子どもの権利を理解し、困ったときの相談方法を学ぶとともに、誰

もが子どもの思いを尊重して支援につなげるための考え方を学ぶことができます。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。
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２ 届けられた意見への対応 １班 テーマ：「いじめ」

意見への対応

県への提案②

学校で配布されている１人１

台端末を活用し、インターネッ

ト上で相談できる仕組みを学

校単位で設けてほしい（県全

体で１つの相談フォームでは

対応が難しいため）。

県では、全ての学校に対して、1人1台端末を活用した健康観察や、

教育相談に使えるシステムの一覧やマニュアルをお知らせするなど、

子どもが相談しやすい体制づくりを進めています。

相談の仕組みや方法は、市町や学校によって違いますが、こうした

「インターネットで相談したい」という声があることをしっかりと受け

止め、子どもが学校ごとに安心して相談できる体制となるように、こ

れからも丁寧に働きかけていきます。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

２ 届けられた意見への対応 １班 テーマ：「いじめ」

意見への対応

県への提案③

いじめの被害者だけでなく加

害者にもカウンセラーを付けて、

寄り添ってほしい。

県では、いじめの被害者だけでなく、加害者を含めたすべての子ど

もがスクールカウンセラーに相談できる体制を整えています。

加害者にも、その子どもの状況に合わせた支援を選択できるよう、

相談の機会をつくるなど、学校ごとに工夫しています。

また、被害者と違うカウンセラーへの相談が必要な場合には、別の

カウンセラーをすぐに派遣できる体制もあり、柔軟に対応しています。

これからも、子ども一人ひとりの状況に寄り添いながら、すべての

子どもに心のケアが届くような支援を行っていきます。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。
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２ 届けられた意見への対応

２班 テーマ：「文化継承でより良くつながりのある地域に」

２班（つぎょうざずんだもち）は「文化継承でより良くつながりのある地域に」をテーマに話し合い、

意見を県に提案するまでに、様々な委員の想いや課題意識が挙がりました！

様々な意見をもとに、県への提案

を届けました！（次のページへ）

〇県のHPは子どもが見る機会が少

なく、チラシを配布されても興味が

持てず、子どもが自主的に文化を体

験することが少ない。

〇誰かに必要とされ

たり、心のときめきを

誰かと共有できる居場

所を文化継承の場所

にできないか。

〇三重県の文化に関す

る情報は、子どもが情

報を手にしにくく、興味

を持ちにくい現状がある。

意見への対応

県への提案①

三重県の文化施設や史跡、文

化体験について、HPやSNS等

を活用して、子どもに分かり

やすく、興味を持てる情報を発

信してほしい。

県では、文化施設や伝統産業、文化財などの情報を、HPやSNS（X、Facebook、

Instagram、YouTubeなど）を通じて発信しています。

〇文化に関する主なSNS

・総合博物館（X、Facebook、Instagram）県立美術館（X）県立図書館（X）

斎宮歴史博物館（X、Instagram） ・「三重の文化」（X、Facebook、Instagram）

・三重のお祭りアーカイブ（HP） ・「Crafted MIE」（Instagram）

・みえのお祭り（Instagram）

また、令和９年度には、スマートフォンやパソコン、タブレットなどで使える「子ども向け情

報ポータルサイト」を新しく構築して、子どもに関係する大切な情報をまとめて掲載する予定で

す。このサイトを活用して、文化に関するイベント情報も子どもに分かりやすく発信する予定で

す。イベント情報を発信する際は、子どもが興味を持てるよう、過去のイベントの様子を写真で

分かりやすく紹介するなど、子どもが「行ってみたい！」と思えるような工夫を行っていきます。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

２ 届けられた意見への対応

２班 テーマ「文化継承でより良くつながりのある地域に」
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２ 届けられた意見への対応

２班 テーマ「文化継承でより良くつながりのある地域に」

意見への対応

県では、色々な部署で子どもが文化にふれる機会を提供しています。例えば、

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

県への提案②

子どもが文化体験できる機会

を増やしてほしい。

・三重県生涯学習センターには、小学校などを対象に、狂言や和太鼓、十二単などの着装が体験

できるプログラムがあります。また、総合博物館みえむや県立美術館では、楽しみながら三重の

自然や歴史・文化、美術作品などを学べるワークショップ、斎宮歴史博物館では、発掘体験など

を開催しています。【環境生活部 文化振興課】

・商業施設や県内企業と連携し、陶芸体験や組紐のストラップ作りなど、伝統産業を体験できる

イベントを行っています。【雇用経済部 県産品振興課】

・R８年度には、三重県桑名市で「近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会」が開催されます。こ

の大会では、各地域に伝わる祭りなどの民俗芸能が集まり、会場では民俗芸能の様子が再現さ

れるため、伝統文化を見て楽しむことができます。【教育委員会 社会教育・文化財保護課】

今行っている取組が子どもに十分届いていないという課題もあるため、新しく構築する「子ども

向け情報ポータルサイト」を活用して情報を分かりやすく発信するなど、子どもがより多くの文化

体験に参加できるよう取り組んでいきます。

２ 届けられた意見への対応

３班 テーマ：「子どもの意見表明」

３班（チーム田中）は「子どもの意見表明」をテーマに話し合い、

意見を県に提案するまでに、様々な委員の想いや課題意識が挙がりました！

様々な意見をもとに、県への提案

を届けました！（次のページへ）

〇今回のみえっこ会議は高校生が

多く、小中学生の意見表明が少なく

感じた。また、大人がいて安心す

る一方、話しにくいことがある。

〇子どもの意見を言う

きっかけ作りがあると

よい。

〇子どもの意見を行政

に伝えたい思いがある

が、子どもの意見が伝

わりづらい現状がある。
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意見への対応

県への提案①

子ども会議（小中学生対象の

会議や、大人が介入しすぎな

いような会議など）を増やして、

意見表明の場を設定してほし

い。

今年度の「みえっこ会議」では、小学生から高校生までが混ざった形

でグループ分けを行いましたが、年齢の違いから、子どもが意見を出し

づらい場面もありました。こうした反省をふまえ、来年度の「みえっこ会

議」では、年齢に応じたグループ分けを行うなど、子どもが話しやすい

環境をつくっていきます。

また、大人が意見を誘導したり介入しすぎないよう、会議の時間を十

分に確保し、子どもが落ち着いて意見をまとめ、安心して発表できる会

議の進め方を考えており、そのための予算を準備しています。

「みえっこ会議」以外にも、今年度から実施している「キッズ・モニ

ター＋」では、小学生や中学生を対象に対面やオンラインで意見を聴くイ

ベントを実施しており、来年度も様々な意見表明の機会を設定する予定

です。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

２ 届けられた意見への対応 ３班 テーマ「子どもの意見表明」

意見への対応

県への提案②

会議だけでなく、オンライン

フォームや駅での意見箱、学

校でのWEBアンケートなど、

県に子どもの意見を届けやす

い環境を作ってほしい。

今年度から実施している「キッズ・モニター＋」では、会議形

式の他にも、オンラインやアンケート形式など、子どもが自分に

合った方法で意見を表明できるような機会を設定しています。

こうした取組を通じて、会議に参加する以外の方法でも、子ど

もたちの声が行政に届くような環境づくりを進めており、来年度も

引き続き行う予定です。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

２ 届けられた意見への対応 ３班 テーマ「子どもの意見表明」
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意見への対応

県への提案③

提案①・②に対する取組につ

いて学校で周知するために、

先生やチラシを通じたPRを行

い、認知度を高めてほしい。

子どもの意見表明に関する情報は、これまで学校を通じて募集

チラシなどを紙で配付する、アナログな方法で周知してきました。

しかし、県内の児童生徒一人ひとりにチラシを配布することが

できず、情報を知らないまま機会を逃してしまうという課題があり

ます。

こうした課題をふまえ、令和９年度には、スマートフォンやパソ

コン、タブレットなどで使える「子ども向け情報ポータルサイト」

を新しく構築して、子どもに関係する大切な情報をまとめて掲載す

る予定です。このサイトを１人１台端末に導入し認知度を高める

ことで、子どもが自分の力で情報を見つけ、興味のある取組に参

加できる環境を作っていきます。

みなさんが届けた提案に対して、次のように三重県は対応します。

２ 届けられた意見への対応 ３班 テーマ「子どもの意見表明」

３ 参加した委員の声

県に意見を届けるという

貴重で良い体験をする

ことができました。

子どもの意見を表明できる

ような場を増やして欲しい

と思っています。

自分の意見を尊重して聞

いてくれている感じがして、

良かったです。
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３ 参加した委員の声

グループ内で「それいいね」と言

えたり、取り入れてみてみんなの

意見にしやすい雰囲気だったので、

とても話しやすかったです。

もう少し、子どもが考えや

すい雰囲気、環境を大切に

してほしいです。

４ 三重県からのメッセージ

短い間で、たくさんの素晴らしい意見を届けてくれてありがとうございました！

届けられた声をしっかり受け止め、来年度の取組に活用していきます。

これからも、一緒により良い三重県をつくっていきましょう！！
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ありのままで みえっこレポート＜令和８年度（2026年度）版＞ 

～「ありのままでみえっこプラン」に基づく 

子どもに関する施策の実施状況について～ 

 

令和８（2026）年６月 

 

三重県子ども・福祉部少子化対策課 

〒514-8570 三重県津市広明町 13番地 

TEL 059-224-2404 

FAX 059-224-2270 


